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第3回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  資料1  

平成20年10月27日   

保育サービスの質について（1）   



保育サービスの質の検討に際しての前提  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応の  
専門性が必要である。また、多様化する家族問題への対応、親に対する支援、障害をもつ子ども  
の受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専門性の向上も求め  
られること  

○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する適切な  
保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等の保育環境の  
在り方を検討する必要があること  

○ 保育環境等のあり方については、利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス提供者の  
創意工夫の発揮に十分配慮しながら、その維持・向上を図ることが必要であり、科学的・実証的な  
調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検討していく必要があること  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可保育所  

以外の多様なサービスを視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを支援するため、  

保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要があること  

○保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携■協力してサービスを改善して  
いくという視点が重要であること   



保育サービスの質の検討が必要となっている背景について  

保育サービスの質の検討が必要となっている背景には、以下のような点があるのではないか。  

○ 児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合が増え、子育て経験を持つ祖父祖母と共に暮らす三世代   
世帯の割合が減少しているなど、近年、家庭環境は大きく変わってきており、多くの親が家庭の教育   
力が低下していると実感している。  

○ また、地域のつながりが希薄化するとともに、長時間労働等により父親の育児参加が十分に得られ   
ない中、子育てが孤立化し、保護者の負担感が大きくなっている。   

○ このような子育てを取り巻く環境の変化とともに、保育所内においても、発達障害児をはじめとす   
る障害児保育の対象となる子どもが増加するなどその環境も変わりつつある。   

○ ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の大幅な増加なども踏まえ、子育て家庭に対する支援の中心   
的な役割としての保育所への期待も高まりつつある。   

○ このような家庭環境等の変化に伴い、保育所として求められる役割として、地域における子育て   
支援などが新たに求められており、これに応えられる保育所や保育士となりうるよう、専門性の   
向上をはじめとした保育の質のよ り一層の向上が求められている。  
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検討の視点  

○ 保育内容や保育環境等については、その維持・向上を不断に図ることが必要であり、科学的・   
実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みをどのように構築していくか。  

○ 国の定める最低基準のあり方について、全国どこでも最低限の保育の質を保障した上で、  
利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス提供者の創意工夫を発揮できるようにするに   
はどうすればよいか。  

○ 一人ひとりの子どものニーズなどに応えるためには、人員配置（小集団化など）や専門職の  

配置などの保育所職員の配置基準は、どのようにあるべきか 。  

○ 個々の保育内容を真に充実するために、保育士の養成や研修等をどのように行っていくべき   
か。  

○ 子どもと保護者の継続的な関係を形成するための保育士の安定的な労働条件の整備■改善  

を、どのように図っていくか。  

○ 保育の質を支えるための都道府県の監査や第三者評価は、どのようなものであるべきか 。  

※ 次回の課題  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可保育所以外の多様なサービス   

を視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを支援するため、保育サービス全体を念頭においた「質」の向上  
についてどのように考えるか。  
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1」呈育を支 える仕組み  

・保育内容  

・保育環境   

■ 職員  

・監査、評価  

2．最近の保育所利用の家庭状況の傾向  

・核家族世帯の増加  

・家庭の教育力の低下  

・子育ての孤立化と負担感の増加   

一 保育所における障害児の増加  

・ひとり親家庭の増加   

a保育の質を向上させるために課題となる事虞  

（1）保育の質の向上のための取組について  

■ 保育所保育指針の改定   

・「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」の推進   

・保育所の施設基準に関する最低基準の見直し  

・保育士の確保方策の推進  

（2）保育の質の向上のための今後の主な論点について   

・子どもの年齢に対応した保育士の配置基準の見直し  

・保育士の処遇の改善   

・科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの導入  

4   





6   



家庭の教育力の低下  

○ 平成18年度の調査によると、約8割の親が家庭の教育力が低下していると実感してお   
り、5年前の調査と比べると、その割合は増えている。  

「家庭の教育力低下」に関する見解  

10     j  

消  さロ箪  

■全くモのとおり   好あも毒度モう患う ロどちらともいえない  

□あまりモう思わないロ全くモう思わなLヽ ロわからなLヽ  

白■：日昏  

（資料出所）「家庭の教育力再生に関する調査研究」（平成18年度）  

国立教育政策研究所HPより  
（資料出所）「家庭の教育力再生に関する調査研究」（平成13年度）  
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（参考）児童生徒の朝食欠食状況等（家庭の教育力の低下）  

OJ小学校では、約50％の児童が22暗までに寝ている   
一方で、25％以上が22時31分以降に寝ている。  

○ 中学校では、23時1分以降に寝る生徒が50％以上を   
占める。  

○ 朝食を「ほとんど食べない」と答えたのは、   
小学校全体で3．5％、中学校全体で5．2％であった。  

○ 朝食を食べない理由として、「朝食が用意されて   
いない」が3番目に多い理由としてあげられている。  

（資料出所）平成17年度児童生徒の食生活等実態調査  

独立行政法人日本スポーツ振興センター  
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保育の質の向上のための取組について  

2「保育所における葺の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

O「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。  

3 保育所の施設設備に関する最低基準の見直し  

○ 保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  

ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間・環境に係る科学的・実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  

最低基準を見直すこととしている。  

4 保育士の確保方策の推進  

1保育士の再就職支援  求事項ノ  

（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、   

再就職に際する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就職支援研修等  

大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の   
再就職支援のために、きめ細やかな職業相談■職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。   

者の保育士資格取得の推進   

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、   
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。  
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保育所保育指針の改定について  
告書（平成19年12月21日）  「保育所保育指針改定に関する検討会」報  

保育所が果たすべき役割を再確認し、その役割・機能が適切に発揮できるよう、保  

育の内容の質を高める観点から、指針の内容の改善■充実を図ることが必要。   



改 定 の 内 容  

○小学校との連携   

・保育の内容のエ夫、小学校との積極的な連携、子どもの育ちを支  

えるための資料の送付・活用  

○保育所の役割   

・保育所の役割（目的・理念、子どもの保育と保  
護者への支援など）、保育士の業務、保育所の社  
会的責任の明確化  

○保護者に対する支援  

■ 保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援   

・子どもの最善の利益の考慮、保護者とともに子育てに関わる視点、  
保護者の養育力の向上等に結び付く支援の重要性  

○保育の内容、養護と教育の充実   

・養護と教育が一体的に展開される保育所保育の  

特性とその意味内容の明確化   

・養護と教育の視点を踏まえた保育のねらいと内  

容の設定   

・保育の内容の大綱化、改善・充実   

・誕生から就学までの長期的視野を踏まえた子ど  

もの発達の道筋   

・健康・安全及び食育の重要性、全職員の連携・  

協力による計画的な実施  

○計画一評価、職員の資質向上   

・保育実践の組織性・計画性を高めるための「保育課程」の編成   

・自己評価の重要性、評価結果の公表   

・研修や職員の自己研鏡等を通じた職員の資質向上、職員全体の専  

門性の向上   

・施設長の責務の明確化  

児童福祉施設最低基準の改正  

第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第2項に  
規定する健康診断を含むものとする。  

第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣がこれを定め  

改定に伴う今後の検討課題  

【今後のスケジュール】  

平成21年4月  

保育所保育指針の施行  

○指針の趣旨・内容の保育現場等への伝達・普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）  

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記。  
○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
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新保育所保育指針について  
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「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

1 牒・向上   

～養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、  
その改善・向上が図られるようにする。～  

① 自己評価の推進   

国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な   
第三者評価にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成する。  

【現在の国における取組状況】  

○現在行っている調査研究の結果を受けて、自己評価に関するガイドラインを策定する予定。   

② 保育実践の改善・向上に関する調査研究の推進   

国は、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究の支援に努めるとともに、当該研究成果の活用を  
図る。   

都道府県及び市町村においても、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究を支援するとともに、  
当該研究成果の活用を図ることが望ましい。   

【現在の国における取組状況】  

室○新保育所保育指針に基づく保育実践のためのDVDを作成し、各自治体に配布し、各地で行われる研修等に活用。  

③ 情報技術の活用による業務の効率化   

市町村は、情報技術の活用等を通じた保育所における業務の効率化のため、必要な措置を講じることが望ましい。   

④ 地域の関係機関等との連携   

市町村は、各地域の実情等に応じ、保育所が、地域子育て支援拠点、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、要保護児童対策地域   
協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ることができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  
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2 子どもの健康及び安全の確保 γ保育所が、子どもが健康で安全に生活できる場となるようにする。～  

① 保健・衛生面の対応の明確化  

国は、保育所において感染症やその疑いが発生した場合の迅速な対応や、乳幼児の発達の特性に応じた健康診断の円滑な実施等の   

観点から、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、保育所における保健一衛生面の対応に関するガイドラインを策定する予定。  

② 看護師等の専門的職員の確保の推進  

国は、保育所における体調不良の子どもへの対応など健康面における対策の充実を図るため、看護師等の専門的職員の確保に   

努める。   

【現在の国における取組状況】  

○ 入所児童の健康■安全管理を充実させるほか、配慮が必要な子どもに対応するなど、保育所の機能の充実を図るため、保育所へ  

計画的に看護職員を配置する旨の来年度予算概算要求を行った。（定員121人以上施設を対象）  

嘱託医の役割の明確化  

国は、子どもの健康支援等に当たって嘱託医が十分にその役割を果たせるよう、嘱託医の業務を明確化する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、嘱託医の業務の明確化をを含めて検討予定。  

④ 特別の支援を要する子どもの保育の充実  

都道府県及び市町村は、障害のある子どもをはじめ特別の支援を要する子どもの保育に関して、保育所と地域の関係機関等との   
連携が適切に図られるよう、必要な支援を行う。   

⑤ 地域の関係機関等との連携  

市町村は、保育所が、要保護児童対策地域協議会や母子保健連絡協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ること   
ができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  

プ9   
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保育所保育士の養成、研修  の現状  

職員の資質向上  

0職員：知識技能の修得、維持向上の努力義務  

0施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保育団体、地方公共  

団体主催の研修会に参加  

0指定保育士養成施設（544か所）   

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

0保育士試験ほ持道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務の保育士数（常勤換算）  

3【時，253人ほち非常勤2岳，179人）  

社会福祉施設等調査（H17年）  

0保育の本質・目的〔社会福祉、社会福祉程助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理）  

0保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保健、家族援助論）  

0保育の内容・方法〔保育内容、乳児保育、障害児保育、養護内容）  

0基礎技能 0保育実習 ○総合演習  計88単位以上  
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4 保育を支える基盤の強化   

～1から3に掲げる保育所の取組を支えるための保育環境の改善・充実が図られるよう、国及び地方公共団体  
による支援体制等を整備する。～  

① 評価の充実  ′′  

子どもの保育に加え、子どもの保護者に対する支援、地域における子育て支援、地域の家庭的保育への支援など幅広い機能を担う   
保育所の役割を踏まえ、国は、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成するとともに、これを踏まえ、現行の   
第三者評価に関するガイドライン（「保育所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に   

関するガイドライン』及び『福祉サービス内容評価基準ガイドライン』等について」（平成17年5月26日厚生労働省雇用均等・児童   

家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知））を改定する。〔一部再掲〕  

【現在の国における取組状況】  

○ 自己評価に関するガイドラインを踏まえて、現行の第三者評価に関するガイドラインを改定する予定。  

② 保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用  

国は、保育実践の改善・向上等に関する各種研究成果、資料等をデータベース化し、保育士や研究者、行政関係者等が活用できる   
体制を整備する方策について検討する。  
Jl■■■■●■■■■■■■■■■●■t＝＝＝●■＝＝■■■■▲■■■■＝＝＝■■■t＝＝＝■t＝＝＝＝■■■■■●■●●■■■■■tt＝＝■■■t■■■■■●■■■■■■●●■■■■■●＝＝■＝＝＝＝▲t■■■■■   

【現在の国における取組状況】  

○ 保育関係の各種研究成果・資料等のデータベース化及びその活用方策等について来年度調査研究を行う予定。  

③ 専門的な人材や地域の多様な人材の活用   

都道府県及び市町村は、保育所が、保育実践に関する専門的な人材や、地域において子育て支援に関わる多様な人材を活用して、   
地域の実情等に応じた様々な取組を行うことができるよう、人材の確保や必要な調整など体制を整備することが望ましい。   

④ 保育環境の改善・充実のための財源の確保  

国は、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源の確保に努める。   
都道府県及び市町村においても、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源を確保することが   

望ましい。  

【現在の国における取組状況】  

○保育サービスの推進のため、施設の軽微な改修等を推進するための保育環境改善事業について来年度概算要求を行った。  

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。   

」
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児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育   
サービスの質を確保する観点から、国として児童福祉施設最低基準を定めている。  

［主な内容］  

＜職員配置基準＞  

・ 保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）  
3歳児  20：1  

※ただし、保育士は最低2名以上配置  

1・2歳児  

4歳以上児  

1
 
1
 
 

6
 
0
 
 

3
 
 

・保育士の他、嘱託医及び調理員は必置   ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可   

＜設備の基準＞  
t  

l  ■  
l  

l  

l  

暮  
l  

l  

l  

l  ■  
l  

I  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

l   

0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積 1．65ポ以上／人   ほふく室の面積 二 3．3nて以上／人   

2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  

→ 保育室又は遊戯室の面積：1．98ポ以上／人   屋外遊戯場の面積：3．3ポ以上／人   
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1、研究の月的について  

○ 保育所の設置は児童福祉施設最低基準に基づき必要な人員を配置し、設備を備える   
こととなっているが、その設備基準は昭和23年に制定されて以来、改正が行われて   
おらず、利用している乳幼児の発達や家庭的な雰囲気の中での生活の営みに適したも   
のになっていないとの指摘がなされている。  

○ このため、地方分権改革推進委員会での議論も踏まえ、乳幼児の生命・安全の保持   
や心身の健全な発達保障という観点から、現行の構造基準による設備の基準（数値基   
準）の科学的検証のほかに、乳幼児の生活・活動を支 える機能面に着目した保育環境  

・空間の基準（定性的基準）としてどのようなものが考えられるか検討を行う。  

3 事業期間について  

○ 学識経験者  
・ 建築■設計に係る専門家  

・ 児童の発達に係る専門家  

○ 自治体関係者  
○ 保育関係者  
○ 保護者代表  

○ 平成20年度中に、基準案及びガイド   
ラインを含めた報告書を作成し、報告を－   

行う予定。  
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保育所保育士配置基準  

乳 児   1歳   2 歳   3 歳   4歳以上   

中央児童福祉     □ 3：1・  

審議会の意見具甲  43年度：  6：1   20：1   30：1  

（昭和37年度）  意見具申：  □   

23～26年度   10：1  30：1   

27～36   10：1  （10：1）：  30＝1   

37 ■ 38   10：1（9：1）  30：1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   8：1  30：1   

41   （フ：1〕  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （25＝1）：30＝1  

44′＼ノ平成9  （3：1）：  6：1  20：1   30：1   

平成10㌧   3：1   6：1  20：1   30：1   

〔1 人）  休憩保育士  

（1人）  主任保育士代替保育士   

〔注）1．配置基準（ま、最低基準による。  

2．（）内は 保育所運営費上あるい（封也の補助金による配置基準等である。  
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各国の保育制度（職員配置、施設設備の基準）  

国名   職員配置   施設・設備   

0 歳児  3：1   0 2 歳児未満  

日 本  1・2歳児  6：1   乳児室（1人1．6 5 ∩り  

3 歳児  2 0：1   ほふ く 室（1人 3．3 ∩り  

4・5歳児30：1  医務室、調理室、便所  

02歳以上児  

保育者は有資格者のみ  ほふく室又は遊戯室（1人1．9  

8∩イ）  

屋外遊戯室（1人3．3∩了）、  

調理室、便所、保育用具   

ア メ リ カ   ○各州 まち まち   ○各州 まち ま ち   

フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の資格者（集団保  

育所）  

○公立保育所   ○児童一人当た り の面積  

イ ギリ ス  1 1′・■ 6：1（年齢によ る）  0 － 2歳未満児   3，5 ポ  

○私立保育所   2 歳児  2． 5 rポ  

0～2歳児3：1  3 歳児以上  2． 31ポ   

2～3歳児4：1  
3～5歳児8：1  

保育職員の半数以上は有資格者  

○プレスクール   ○ プ レ スク ール  

ス ウ ェ ーデ ン           通常、15 名 ～ 2 0 名 の年齢混合  少な く と も 4 種類の部屋  

のグループに 3 名の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室、絵画木エ  

（、う ち 2 名は有資格者）   室、小遊戯室）   

○全日 保育   ○全 日保育、半 日保育  

ュ ージーラ ンド  （少な く と も1名が有資格者）   遊びに使えない場所を除いた空間  

2 歳未満児 5：1   1人 2． 5 n了  

2歳以上児（※）  屋外遊戯場（1人 5 nり   

1～6名に保育者1名  

7～20名に保育者2名  

21～30名に保育者3名  
31～40名に保育者4名  
41－50名に保育者5名  

2歳未満児・以上児混合  

1～3名に保育者1名  

4名以上の場合は、※と同様  
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保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

○ 保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  
○ また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と  
近い状況にある。  

男  女  

きまって支給  きまって支給  

構成上ヒ   平均年畠宗   勤続年数   する現金給与  平均年㌫   勤続年数   する現金給与  

田   害芦   

全産業   68．8％   41．8歳   13．5年  372．7千円   31．2％   39．1歳   

保育士   4．2％   29．2歳   5．0年  229．2千円   95．8％   32．9歳   7．7年  217．9千円   

福祉施設介護昌   29．2％   33．2歳   4．9年  227．1千円   70．8％   37．2歳   5．3年  206．4千円   

ホームヘルパー   15．2％   37．6歳   3．9年  230．6干円   84．8％   44．7歳   4．5年  19了．0千円  

（資料出所）平成18年賃金構造基本統計調査  
■■■■■一■■■■－－■●－■■■●■－t■■■■■■■■■－■■■－■－－－－t－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－t－－－－－－－■■－■■－－－－－－－－－－－－－－－－●－－－－■■●－■■■■■■■ ■－■■一  

l  

；（参考）勤続年数等に応じた運営真の加算について  
I  

毒1主任保育士の加算  
主任保育士の選任加算費を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する  

I  

l  

:2 

職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営責を支給する。  
I  

t  

；※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  
4年以上7年未満   8％加算  

4年未満   4％加算  
l  

2β   



科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの導入（案）  

○ 下記の科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを法令などで位置づける。  

1  指針の見直し  

保育所保育指針の改定について、（定期的に）行うこととする。   

※ これまでの改訂経緯   

・ 昭和40年  保育所保育指針策定  

一 平成2年  第一次改定   

・ 平成12年  第二次改定   

・ 平成19年  第三次改定  

2 保育所の最低基準の見直し   

保育所保育指針の改定を踏まえて、これに定める保育内容を実際に行えるよう、保育所の職員配置、施設設備等に関する   

最低基準を、財政的な観点を踏まえつつ、必要に応じて見直す。  

3 保育所における掌の向上のためのアクションプログラム   

保育所保育指針の改定等を踏まえて、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が  
取り組む施策及び地方公共団体が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進する。  

4 次回の保育所保育指針の改定に向け、必要な調査研究の実施   

追跡調査などにより、次回の保育所保育指針の改定等に資するために必要な科学的・実証的な調査・研究の蓄積を進める。  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抄）  

（平成20年5月20日）  

31ナ・一ビス和宮・萄経緯一句上  

・：1・車体〆］阜頚   

二】＝ 頭巾高い専門性巾あるサ仙ビスを雀牌することで、すども巾最善昭利盛長保沖L一∴イと   

も打鍵1㌧かな育ち喜．吏捜することが垂．要で償虻  

二■：保高サ㌦ビス、放課後児童ウラフ、モ帯地各種ず浩て鼠援ヤ㌧ビス∴甘合釣養闇拓せ   

について．ア巾年齢．家庭勅叶．晃、サノ叫ビス利用暗闇－サー、ビスへの観弟関わり未、サ   

・ヒス姥桃井詫ふ・どに拓．Lたサビス巾貿の確環や子持構ぇ山喜J」－rrいくことが垂／要で   

航る．  

：串緊折に漫れたノ1し＿車す確保・をiJつていくた勘には、保酉士等爪従事者勅勘牒匿凍り針，上   

蓋要であしJ、→ナwビス草巽帯向土に「占jけた恥撞が促進きれ希ような六軒を併せて壌封寸   

∧・声で加茂  

ペリ1呆竜巨トⅦビュ   

こ・：すどヰ浅ウ健やかな碓長に大声な影℡を及ぼす保肖ヤ㌦セユに畢Lてl●よ．拝‡い苧に相応   

巾専門性か必要であ患 また、阜嘩づL寸る寄添間層へ印可拓1現に対する茸撮．柑斉   

をもつ才ども椚華人れなど、保育サ叩ビュ巾担う投利か紅．真Lてふり、モれに封F石Lた尋  

門性苗向上も求拒られる   

保毒所に期待きれている投斉巨口証真に拓L∴人格酢成嘲・．●rlすべて－．こ二・fどもに対する  

堰切凝保育が確保きれるよっ．保育士や専門職等1乃微風配置1ヒ∴fども帝午活空間等   

の保台環境の在り方を横封する必要がある 

津雄等釣．貌り≠一についてlま、利用者の意見1b地域性．他力1・上井転任やサビス   

葦脾看の部怠ユ末巾発揮に十分配慮しノながら、その維持・向上を匡履ことか必要で加り、   
常に上り掛終曲な確立！1左・f一つてい（巨細ふ鼻緒乏し・11」てい石打   

曹が航る  

二．・保嘗サ岬七∵h刀l賃」を草月るに碍しては、認可保育所を垂木とLつ1，子巾他動認pi   

保育所以餌巾阜措く亡サ川ビスを視野に入れ仁地域潤すペて苗すども帝健やかな■育ちを   

鼠擬するため、保台サーービス今播を・念頭においたJ第二帝向上阜考太る必要かある  

・∵l保帝サmビスu㌧十川釘サ四㌧ビス提供事体漫L仁保護者が∴塵撲・撞力し‾亡サ…ビス喜   

劇嘗Lノていくれ1ラ礪串か星章で揮：る．  

30   



第3回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  資料2  

平成20年10月27日   

保育サービスの質について（2）  

（認可外保育施設の質の向上）   



（第11回（9／18）提出資料）  

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

契約などの利用方式のあり方  

市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

地域の保育機能の維持向上  
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（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場）  
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組み》  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》   

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の維持・向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  

了   



認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準一定員規模）  

○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   

れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準→ P4）  
※ 一方で、保育所認可には、都道府県知事の裁量が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   

認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）   

○また、認可保育所の定員規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   
合以上受け入れる場合や、過疎地域など魂和こ20人まで定員規模を引き下げ。  

2   



（認可外保育施設に対する財政措置）  

○ 現行制度においては、認可保育所における保育の実施費用のみ、市町村の支弁義務がかかっており、認可外   

育施設に対しては、認可 保保育所への移行を支援する一部の補助金や、事業所内保育施設に対する助成金を   

除き、制度的な公費投入はなく、各自治体が独自に支援するか否かに委ねられている。（※認可保育所への移   

行支援に係る補助制度・事業所内保育施設に対する助成制度 → P5）  

．3   



（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  
（参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  
項  目  児童複址施設最低晶華（保育所）  認 可 外保育施 設指導監督基準   

職   具  ・ 配置基準   ・ 主たる保育時間11時間についてに、  
（児量）二（保育士1   最低基準に規定する数以上、11時間を  

0規児  3   1   超える時間帯については、現に保育され  
1・2歳児   6   ユ   ている児童が1人である場合を除き、常  
3療児  20 ニ  ユ   時2人以上の配詮が必要  
4賎以上児  30 二 】   ・ 侵害者の3分の1以上が保育士又は者  

・ 保育士のみ   護婦資格が必要   

紋瞞  ・ 保育室 1．65rボ／人  
・乳児重1．65汀f／人  ・ 嗣】認壷、便所  

ほふく棄3．3汀レ′人  
・医務ま、調理室、便所  

02讃以上  
・保育室又は遊戯蓋ト9Bポ／人  
・屋外苺飯場 3．3rJ／人  
ー・訴理毒、便所  

非常災寄に   ・ 消火用1、非常口等の設置   
対する独走  ・：定期的な訓練の実施   ・ 定糊的な訓．練の実施   

保育室等を  ・ 転落防止設備   
2階以上に   
投ける張合  
の条件   0保育室琴を2件に没りる槍合   0保育蓋等を2暗に軽ける場合  

・ 耐火謹葉物又は準耐火栓塞働   ・ 耐火建議物又は準耐火建築物  
・ 屋外階段、屋内特別避難階段（建築基  ・ 屋外階段、屋内特別避難路段（珪藻基  
準法施行令第123集第ユ項）等による2方  準法施行令弟12ユ粂第3項）等による2方  
向避兵長経踵   向避難経路  

0保育室等を3障以上に設けも場合   0保育室等を3階以上に好ける場合  
・ 耐火建層働   ・ 耐火建箔物  
・ 屋外階段、特別避難謄段等による2方  ・ 屋外階段、鯨馴避詳階段等による2方  
向避冠位蕗（4賠以上の場合は屋外避難  向避難経路（4階以上の場合は屋外亜難  
階段を必償）   階段を必置）  

・ 吉昭理重の防火区画（自軌消火装置琴が  ・ 桐！里皇の防火区画（白取消火装置等が  
設置きれてい5場合の特例あり）   設置されている場合の特例あり）  

・ 非常警租器具   非常警報器具  
・ カーテン等の防炎処理   カーテン等の防炎処理   

児童の処遇  0保育の内容  ※保育所保育指針に準じる。   
・健嬢壮絶の観察、服装等の異常の有無  
についての検査、自由喜び、昼寝  

・保持者との連絡  

C噸鳩  
・必要な栄巷丑を含有  
・献立の作成  

0健康診断の実施  

○ 幣可化移行促進事業（19年度予算額20百万円→20年度予算案13百万円）   

（20年度）   

・移行促進事業 20か所 ＠20D万円 補助率1／′－3  

一定水準の冥のサービスを提供する給可外保育施設の陪可化に当たり、市町村が保育士を  

当該施紋に派遺して、保育内容の指導を行うなど、醒可保育所への移行準備を支讃する。   

平成17年虔より環境故密事業は保育諾坑改替宇美へ銃丸  

○ 諷可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年度予算額23百万円→20年度予算案23百万剛  

］
 
 

一
缶
 
 

属
 
 

J
ぜ
 
 

醍可外保育施設に従事する嘩員に対しても健康診断を行うことにより、受診の促迅  

平成19年虔より放師資児童等衛生車築からの認可外保育施設分を分球予定。  

○ 保育所体験特別事業（19年度予算額300百万円→20年慶子簑案300首万円）  

（19年度）  （20年慶）  

る親臥晰親への 

］  

ベビーホテル等を利用する親子箪に保育所を脾放し、児匿の発達状況のチェック、  

0保育従事者耕催事葉（19年康子算額53百万円→20年度予算案49百万円）  

（19年度）   （20年度）  

開催回教  98回  →   99回  

補助率 定額  

［嗣外保育施即納節操育定番者を対嶺とLた棚の楓］   

住）認可外保育施設指導監督基デ削ま、劣悪な隠可外保育場設せ排除するためのものであり．当該基準に   
適合する隠可外保育施設であっても保育所の児童福祉施設最低基準を雅たすことが望ましい。  〃  



（参考）  

事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成21年度（予算要求中）  平成20年度   

利用者は、原則として、その雇用する労働者  

一設置費  

対象責用：建築費等  

助成限度額：2，300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築責  

対象費用：増築費等  

助成限度額：  

増築1，150万円 建替え 2，300万円  

助成率：1／2   

・保育遊具等購入幸   

助成限度額：40万円  

・設置責  

20年度と同様  

・増築費  

20年度と同様  

・保育遊具等購入責  

20年度と同様  

・運営章  

対象費用：運営に係る費用（人件章等）  

助成率：  

5年目まで 大企業1／2 中小企業2／3  

6年目以降1／3  

支給期聞：10年間   

一運営章  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3  

支給期間：5年間  



認可外保育施設数・利用児童数の推移  

○認可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23万人。認可保育所数 の約1／2、利用児童数で約1割を   

占める。  

○利用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○そのうち、自治体独自の補助を受けるいわゆる「自治体単独保育室」の利用児童数は増加傾向にある。  

休単独保育室q進撃  認可外保育施設■利用児童  

⊂コその他（施設数）  

（千人）  

国事業所内保育施設偲   

設敷）   

［：ヨベビー柵レ鮎数）  

十事業所内保育施設（児   

童数）   

十その他（児矧   

（資料）保育課調べ 6   



認可外保育施設の規模  

○ 認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○ 認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  

在所児童数規模別の構成比  
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
．7   





認可外保育施設の開所時間  

○ 開所時問は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や   

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  

，9   



認可外保育施設の水準（面積（保育室））  

○ 認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保育施設全体  ベビーホテル  

⑤8．1％  
事業所内保育施設   

⑤8．3％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6．8％  

【推計の前提】  

「①認可基準以上」■・・1歳児数×3．3ポ ＋2歳以上児×1．98nて以上の事業所  
「②認証基準以上」・・・①未満で、1歳児数×2．5n了 ＋2歳以上児×1．98n了以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
「③認可外指導基準以上」…②未満で、1歳以上児童数×1．65ポ以上の事業所  
「④その他」‥・③未満  

「⑤不明」■・・保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65ポ）又はほふく室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  
個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算。  

8年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも『0  （資料）平成1   



認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○ 認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

ベビーホテル  認可外保育施設全体  事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  

「①認可基準以上」‥・0歳児数×1．65ポ以上の施設  

「②認可基準未満」・・・①未満の事業所  

「③不明」＝・保育室面積の回答がなかった施設  

※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65n了）又はほふく室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
J7   



認可外保育施設の水準（調理室）  

○認可外保育施設の給食（昼食）の状況を見ると、半数は自園調理を行っているが、2割は外部搬入、2割は弁当   

持参となっており、認可外保育施設の半数は調理室を有していない可能性が高い。  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他認可外  

1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  

B主に施設で調理   ■主に仕出し弁当   口弁当持参   □特に決めていない   ■なし  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）①（全体）  

○ 認可外保育施設全体の保育従事者に占める保育士比率の割合は、平均的には約6割にとどまっている。  

○ 施設別に見ると、保育士比率100％（全員保育士）という施設も多い一方、50％を下回る施設も1／4見られ、  

認可外保育施設間の差が大きい。  

保育従事者に占める保育士比率別にみた認可外保育施設割合  

認可外保育施設全体（6，694カ所）  

常勤職員・非常勤職員の合算  

90へ′99％   

0．8％  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
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認可外保育施設の水準（保育士比率）②（施設種類別）  

○ 施設種類別に見ると、事業所内保育施設は保育士100％である割合が高い。  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも『4   



認可外保育施設の利用料  

○ 認可外保育施設の利用料をみると、企業からの補助等のある事業所内保育施設に比べ、他の類型の施設の   
利用料が高い傾向にあるが、平均的におおむね約3～5万程度の水準となっている。  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成1．8年）ナ5   



（参考）認可保育所の利用料  

0歳   1歳 2歳   3歳   4歳～6歳  

15．1万円   8．9万円   4．3万円   3．7万円   

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  

及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び  
第1階層    永住帰国後の自立の支援に関する法律による支  

0円  0円   

援給付受給世帯  

第2階層   
第1階層及び第4～第7  市町村民税  

非課税世帯   
9，000円  6．000円   

階層を除き、前年度分  
の市町村民税の額の区  
分が次の区分に該当す  

る世帯          第3階層  
市町村民税  
課税世帯   19，500円  16，500円   

第4階層   40，000円未満   30，000円  27，000円   

第5階層  
第1階層を除き、前年分  

103，000円未満   
44，500円  41，500円   

の所得税課税世帯で  
あって、その所得税の  
額の区分が次の区分に  
該当する世帯  413，000円未満   

61．000円  58，000円   

第7階層  413，000円以上   80，000円  77．000円   

※ 保育単価は平成20年度の定員90人、その他地域区分。  
※ 上記の責用徴収基準額より、各地域区分ごとの保育単価が下回る場合は、その保育単価を限度とする。  

76   



認可外保育施設の利用者の選択の現状①（藷可保育所と比較した者）  

○ 認可外保育施設の利用者の約6割は、認可保育所と比較した上で、認可外保育施設の利用に至っている。  

O「認可保育所に空きがなかった」「預けたい時期に入れなかった」などの認可保育所の供給量不足に起因する   

ものが4割を占める。  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告（平成16年）77   



認可外保育施設の利用者の選択の現状 ②（全体）  

○ 認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択   

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。   

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。  

自宅から近い  

保育方針や内容がよかった  

見学した時の職員の対応がよかった  

利用する時間の融通がきく  

希望する時期から預けられた  

職場に近い  

認可保育所に入れなかった  

希望する時間預けられた  

希望する年齢から預けられた  

紹介された、すすめられた  

評判がよかった  

通勤途中にある  

利用料（保育料）が安かった  

他に預けるところがなかった  

施設や職員の服装等が衛生的で好感がもてた  

保育士の人数が十分確保されていた  

施設の設備が整っていた  

その他  

不詳  

5  す¢  †5  20  25  30  35  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年）  
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①  

○ 認可外保育施設の約4割は、認可保育所への移行希望を有している。  

○ 認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約6割を占めるほか、   

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる。  

移行希望のある保育所における認可移行上の問題点  認可外保育施設の移行希望   

0  200  400  600  800  1000  1200  14（X）  1600  1800  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成1，8年）了9  
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認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②  

○ 認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約8割が施設設備基準を  

挙げている。  

その他  

保育時間一間所時間基準  

職員基準  

立地基準  

施設設備基準  

200  400  600  800  1000  1200  1 400 

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）20   
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※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※【認可外保育施設利用率】＝【認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※「保育所利用児童（3歳未満児）」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成20年4月1日現在）】  
※「認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）」：厚生労働省保育課調べ（平成19年3月31日現在）   

「3歳未満人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】   
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検討の視点  

○ すべての子どもの健やかな育ちを支援する観点からは、認可外保育施設に入所している子どもに対しても、  

認可保育所に入所している子どもと同様に、良好な育成環境が保障されることを目指すべきであり、認可基準の   

到達に向け、認可外保育施設の質の向上に対する支援を強化すべきではないか。  

○ 待機児童が解消できていない中、認可保育所に入所できれば、一定水準の質と公費投入が得られ、認可  

保育所へ入所できなければ、質の保障も公費投入も得られないというのは、公里蛙に欠けるのではないか。  

○ 従来の認可保育所では対応しづらい夜間の保育など多様なニーズヘ対応するサービスの位置付けや質の   

僅をどう考えるべきか。  
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第3回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  資料3  

平成20年10月27日  

少子化対策特別部会における  
保育サービスの質に関するこれまでの議論について  

（議論の項目）  

5 保育サービスの質（1）（議論の項目）  

○ 保育内容や保育環境等についての科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの構築  

○ 最低限の保育の質を保障しつつ、地方公共団体やサービス提供者の創意工夫等が発揮しやすい最低基準のあり方  

○ 保育所職員の配置基準のあり方  

○ 保育士の養成・研修のあり方  

○ 保育士の労働条件の整備・改善  

○ 都道府県の指導監督や第三者評価のあり方  

○ その他   



6保育サービスの質（2）（認可外保育施設の質の向上）（議論の項目）  

○ 認可外保育施設の認可基準到達に向けた質の向上の支援強化  

○ 待機児童が解消できていない中での、認可保育所の入所の可否による質の保障・公費投入の公平性の課題  

○ 認可保育所で対応しづらい夜間保育など多様なニーズヘ対応するサービスとしての位置付け一質の確保  

○ 待機児童の多い都市部に着目した面積基準・保育士資格要件の緩和の問題点  

○ 定員要件のあり方（小規模なサービス形態）  ・l  

○ 保育士資格要件の必要性  

○ 認可外保育施設の保育従事者についての業務に従事しながらの資格取得を含めた質の向上  

○ 認可化移行やサービス量拡充を進めたとしてもなお、給付対象サービスのみでは、需要を満たし得ない地域の取扱い  

○ その他  
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（参考）  

1制度改革の検討が必要となっている背景について（議論の項目）  

○ 女性の就業率上昇や働き方の多様化等の変化への対応の必要性  

○ 就労支援の役割に対する期待の高まり、多くの家庭が利用するサービスとなってきたことへの対応の必要性  

○ 保育サービスの利用保障や公的責任の強化の必要性  

○ 働き方の多様化等を踏まえ利用者視点にたった仕組みとする必要性、選択性の向上  

○ 保育所と利用者が向き合いながら、質の向上を促す仕組みの要請  

○ すべての子育て家庭への支援の必要性  

○ 地域の保育機能維持の必要性  

○ 多額の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性・効率性・公的役割の明確化の要請  

○ その他  
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2 保育サービスの必要性の判断基準（議論の項目）  

○ 女性の労働市場参加の進展、働き方の多様化等、近年の諸課題への対応  

・就労時間帯を問わない保障の方向性   

一 就労量に応じた保障の方向性  

・求職中の取扱い  

○ 利用者の必要量に応じたサービス量の認定の仕組みの必要性・保障すべき上限量  

○ 同居親族要件のあり方  

○ 専業主婦を含めたすべての子育て家庭への支援の必要性と内容  

○ 国による最低限保障されるべき範囲の明確化と、その上での地域の実情に応じた対応を可能とする仕組み  

・地域の供給基盤に応じて判断基準を決められる現行の仕組みの課題  

・母子家庭・父子家庭・虐待ケースなど特に保障の必要性の高い子どもの利用保障  

○ 必要性が高い子どもの利用確保のための仕組み（事業者による選別が起こらない仕組み）  

○ その他  

4  
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3 利用方式のあり方を中心とする保育サービスの提供の仕組みについて（議論の項目）  

○ 現行の市町村の保育実施義務の例外規定の課題、サービスt給付の保障の強化の仕組み  

○ 必要性が高い子どもの利用確保のための仕組み（事業者による選別が起こらない仕組み）（再掲）  

○ サービスの必要性・必要量の判断と受入保育所の決定が一体的に実施されている現行の仕組みの課題  

○ サービス提供基盤の整備責任の明確化  

○ 認可基準など一定の基準によるサービスの質の確保の仕組みの必要性  

○ 保育所と利用者の当事者間でサービスの向上等に取組むことを促す仕組み  

○ 利用者の手続負担や保育所の事務負担に対する配慮  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育サービスを保障するための公定価格の必要性  

○ 給付費の支払い方式  

○ 利用者負担の徴収方法  

○ その他  
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4 多様な提供主体の参入について（議論の項目）  

○ 保育所認可に裁量性が認められ、基盤整備に抑制的働くことの課題  

○ 必要な客観基準を満たしたサービスを給付対象とすることについて  

○ 地域の保育機能維持のための視点  

○ 株式会社・NPO法人等に対する初期投資費用（施設整備費用）に係る課題  

○ 運営費の使途範囲制限、会計基準の適用に係る課題  

○ 多様な提供主体の参入や量の抜本的拡充に際しての「質」の担保一指導監督  

○ その他  
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少子化対策特別部会委員からの意見  

（第14回及び第15回少子化対策特別部会資料）   



第13回の少子化対策特別部会における発言の補足  

少子化対策特別部会  

岩 村 正 彦  

○ 認可保育所よりも保育サービスの供給者を拡大するとすると、現行の保育   

所入所決定の仕組み、すなわち市町村が、保育の要否だけでなく、児童の保   

護者の希望を考慮しつつ順位をつけて入所先を決定する仕組みは、事務量の   

増大のために、コスト増と非効率化をもたらすので、維持できなくなると思   

われる。  

以 上   



保育の賀について（意見提出）  

大石亜希子（千葉大学）  

○ 保育サービスには需要者である矧ことってのサービスと、子どもにとってのサービ   

スの二面性があります。  

○ 規にとってのサービスの質は、‘夜間保育や休日保育の有無、通勤の利便性など、消   

費者の観点から評価しやすいものです。しかし、子どもにとってのサービスの質を   

どうはかるかは難しい問題です。保育は教育と同様に投資としての側面があり、質   

の善し悪しが子どもの成長に影響するだろうことは想像に難くありませんが、最終   

的には子どもの成長を見届けなければ判断できないので評価に要するタイムスパン  

も長くなります。  

○ したがって、質の悪い保育が将来もたらす危険性を規や社会が十分に認識していな  

い場合や、近視眼的な行動をとる土易合には、賀への需要は過少になります。  

○ アメリカの研究（CryerandBurchinal1995）によると、専門家が評価する場合   

と比較して、視たらは自分の子どもが受けている保育の質を高めに評価しがらだそ   

うです。とくに、乳幼児の保育については、高めに評価するバイアスが大きいとい  

うことも報告されています。  

○ つまり、何らかの政策的誘導がなければ、賀の高い保育に対して、親たらはそれに   

見合ったお金を払おうとしないということを意味します（フラウ2003）。その傾   

向は、保育サービスが通常財であるならば、低所得層の菓貝ほど強し1でしょう。  

○ 保育園探しには、探索費用（サーチ・コスト）もかかります。認可外の保育園を探   

す場合、高所得世帯は情報収集能力もあり、納得のいく施設をみつけるまで別の保   

育手段を利用する余裕もあるでしょうが、就業の緊急度が高い低所得世帯ほど、長  

期的にみた子どもの利益追求よりも自前の所得機会を確保するためにサーチをやめ   

ざるを得ません。そのため、賀に問題があっても手近な保育園を選択しがらになり、   

本来は市場から淘汰されるべき業者が残ってしまうことになります。  

○ 保育の質については、教育におけるのと同様にピア効果も考慮する必要があるでし  

ょう。つまり、子育てに熱心な親やその手どもが集まる保育園では、相乗効果で保  

育の質が高まると考えられます。  

○ 保育における直接契約制の導入に関しては、学校選択制を巡る議論が参考になると  

思います（小塩 2007）。  

（参考文献二）  

D．M．フラウ（2003）「米国の保育政策に関する経済学的考察」『季刊社会保障研究』第39  

巻第1号，PP．28－42．  

Cryer，D．andM．BurChinal（1995）つ’ParentSaSChildCareConsumers，”inS．W．Helburn（ed．）”Cost，  

Quality，andChildOutcomesinChildCareCenters，TechnicalReport：’Denver：Departmentof  

Economics，Center fbr Researchin Economic and SocialPolicy，UniversityofColorado at  

Denver，June：203－220．  

小塩隆士（2007）「学校・生徒の格差拡大も」日本経済新聞2007年12月3日朝刊。  
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社会保障審議会少子化対策特別部会報告要旨  平成20年10月14日（火）  

三鷹市における「保育サービスの質」瑚こついて  

委員：三鷹市長  清原 慶子  

1保育サービスの提供主体（平成20年4月1日現在）  

公設公営保育所   12 か所   
公設民営保育所   7 か所   

私立保育所   8 か所   

認証保育所   9 か所   

家庭福祉員   4 人   

保育サービス定員   2，415 人   
総人口   175，009 人   

就学前児童   8，501人   

待機児童数   134 人   

2 榊こついて  

（1）保育所保育指針の徹底  

（2）三鷹市「保育のガイドライン」（平成柑年6月策定）の徹底  

013年度：公立保育園保育士による「保育園リーダー会」による骨格案作成  

014年度：「ガイドライン作成委員会」による冊子編集  

015年度：保育・栄養・保健・子育て支援の専門家の助言による分野別の検討によるまとめ  

016年度：市の保育の基本的考え方、保育の質の最低ラインを示す  

＊社会福祉法第78条：社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価  

を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける立場に立って良質か  

つ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない  

○保育所保育指針にもとづき、市民ニーズと市の特性に合わせて策定  

①保育園の役割と保育、②家庭との連携・保護者との協力、③保育の環境、④地域における子  

育て支援、⑤保育者としての倫理と態度、⑥保育における子どもの健康管理、⑦安全な保育の  

ために（危機管理）、⑧保育サービス評価と情報公開（保育サービス評価と検証等）  

○公設民営保育所を含む公立保育所及び私立保育所並びに、認証保育所及び家庭福祉員にも適  

用して情報の共有化と共通理解を恒常的に図っている。  

3 保育環境について  

（1）公立保育所における職員配置  

三鷹市独自運用基準   児童福祉施設最低基準   

0歳児   3：1   3：1   

1歳児   5：1（都基準）   6：1   

2歳児   6：1   6：1   

3歳児  20：1  20：1   

（但し、12月まで1人加配）  

4歳以上児   25：1   30：1   

（2）障がい児保育等  

○ 公私立保育所全園での障がい児及び特別の配慮を要する子どもの受け入れ実施  

3   



（3）ひとり親家庭、虐待ケース等  

○ プライオリティを持たせた「保育に欠ける」要件として設定  

について  

（1） 公立保育所保育土の人財育成   

○キャリア・ビジョンの確立に向けた人事制度と専門研修受講システム  

（2） 全認可保育所、認証保育所、家庭福祉員参加による保育士研修の定期的な実施  

（3） 人事交流の実施による相互啓発  

5 監査、評イ酎こついて   

＜公私立保育所・認証保育所＞  

（1）東京都指導検査の実施（1回／2年）  

（2）－ 第三者評価の受審（1回／3年）  

（3）保護者満足度調査の実施（1回／年）   

＜公設民営保育所＞  

（1） 上記（1）から（3）の実施  

（2） 運営委員会（各固ごとに設置）による検証（2回／年）  

（3） 市による立ち入り現地調査（1回／年）  

（4） 市への保育所運営状況報告（1回／月）  

6 認可保育所の付加機能について   

保育サービスに対する市民ニーズの多様化に対応するとともに、地域の子育て支援により貢  

献していくため、認可保育所の付加機能の拡大を図っています。  

項 目   公設公営保育所  公設民営保育所  私立保育所   備 考   

出前型親子ひろば  ●  ○   （⊃   コミュニティ・センタ  

（連携の主体）  ーで連携実施＊   

地域開放事業   ○   ○   ○   園庭開放、行事参加   

相談事業   ○   ○   （⊃   随時   

一時保育  ○   （⊃   実施園限定   

緊急一一時保育   （⊃  実施国限定   

トワイライトステイ  （⊃  実施園限定   

常設親子ひろば  ○   ○   実施園限定   

幼保小の連携   （⊃   （⊃   ○   小中学校区単位   

食育の推進   ○   ○   （⊃  

アレルギー対応   （⊃   （〕   ○  

＊三鷹市には、市内7つのコミュニティ住区があり、各住区の住民協議会がそれぞれの住区  

のコミュニティ・センターを核として独自の活動を展開しています。  
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保育サービス（認可外保育施設）の質についての意見  

少子化対策特別部会  

吉 田 正幸   

本日の会議は所用により欠席いたしますので、以下の通り意見を申し述べさせていただきます。言葉  

足らずな点はご容赦ください。  

○ 保育サービス全体のあり方について（質の確保と量の拡大が不可欠）   

・質の確保という観点からは、認可保育所を中心としたサービス供給を基本とすべき   

・一方、待機児童の多い地域では、地域にある認可外保育施設の認可化を促進する必要がある   

・認可が困難な認可外保育施設に関しては、非定型的保育や家庭的保育などの活用を促すととも  

に、認可保育所の待機者を対象に利用者の保育料負担の軽減策を検討する必要がある   

・保育の機能に着目した新たな評価指標を開発し、認可・認可外を問わず機能評価を行う  

○ 認可外保育施設の認可化について   

・認可化に際しては、ナショナルミニマムとしての最低基準を適用する（地域によって異なる基  

準は設定しない）   

・ただし、現行の最低基準（特に施設設備関係）については、科学的・実証的な調査研究の成果  

を踏まえて必要な見直しを行う   

・認可保育所の最低定員については、一定の要件を課した上で3歳未満児に限り20人以下の定  

員を認める（例えば3歳以上児の受け入れが可能な認可施設が近隣に存在し、連携できるなど）   

・現に待機児童が存在する、または潜在的な待機児童が見込まれる地域においては、最低基準を  

はじめ一定の要件を満たした認可外保育施設から認可申請があった場合、特段の事情がない限  

り認可する（認可権者の裁量を認めない）   

・同様に、現に待機児童が存在する、または潜在的な待機児童が見込まれる市町村においては、  

保育の実施義務に例外を認めず、認可外保育施設の認可化を促進する   

・認可を志向する施設については、例えば1年以内に認可化することを条件に、施設設備整備費  

や事業費などを補助することを検討する  

○ 認可化が困難な施設について   

・特定保育や一時保育、休日保育、夜間保育など非定型的な保育サービスについては、認可外保  

育施設であっても一定の要件を満たすことを条件に補助の対象とすることを検討する   

・児童福祉法の改正によって家庭的保育が制度化された場合、これを活用することで認可外保育  

施設の小規模多機能化が可能になるのではないか   

・保育サービスの利用者に受給権を与えることによって、認可保育所に入れない認可外保育施設  

の利用者に対して、保育料負担軽減を行うことが可能になるのではないか   



○ その他   

・待機児童がいる市町村では、行政担当者レベルで一種の“窓口規制”や利用者に不適切な対応  

をするケースもあり得るため、保育所に対してだけでなく、市町村に対しても第三者的な苦情  

解決の仕組みを導入することを検討する必要がある（利用者にとって保育所は選択できても、  

居住する市町村は選択できない）   

・待機児童の多い都市部では、多様な働き方に柔軟に対応できる保育サービスが求められており、  

「保育に欠ける」要件や待機児童の定義を見直す必要があるのではないか（それによって多様  

な提供主体の参入に対する捉え方も変わるのでは）   

・認可外保育施設の認可化に関しては、最低基準の問題だけでなく、自治体によっては設置主体  

が社会福祉法人であるかどうかも大きく影響するため、設置主体の違いを踏まえた認可化の促  

進方策を検討する必要がある   

・様々な事情により就労証明を出せない利用者もいて、結果として認可外保育施設を利用せざる  

を得ないケースもある。こうしたケースをどう考えるか   

・東京都の認証保育所に限らず、横浜市や川崎市、堺市、仙台市などが独自に認証（認定）して  

行っている保育施設の特徴も把握したい（要望）  

○ 将来的には、認可制度そのものの見直しを行う（私案）   

・認可は主として施設設備や職員配置などに着目して行われているが、このうち施設設備に関す  

る基準については、認定こども園のように機能に着目して認可する仕組みに変更する   

・機能認可に際しては、国が保育サービスの質を確保するために最低限必要な機能要件を示す   

・国の基準に基づいて、 自治体がそれぞれの事情に応じて保育サービスの質の向上に必要な機能  

基準を付加的に定める   

・国の要件に基づいて自治体が定めた基準を満たしていれば、所定の審査を行った上で原則とし  

てすべて認可することとする（機能に対する何らかの評価を義務づける）   

・機能認可に係る国の機能要件は、科学的・実証的な調査・研究に基づいて設定する  
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少子化対策特別部会  

内 海 裕 美   

1）最低基準：人に関して  

保育に携わる人は保育士でなければいけないと思います。保育士とはその   

ための資格です。   

特に待機児童解消のために人が確保出来ないという理由で保育士資格のな   

い人が物言わぬ乳児の保育にあたることは許されないことと思います。   

そういう意味で、東京都の基準の6割以上というのは驚きました。   

各家庭での養育とは異なり、保育は有資格者が行う、ということが質を担   

保する最低条件ではないでしょうか。  

もっとも子どもに影響のあるところがないがしろにされている感がありま   

す。  

こういうことが起こりうることが各地で予想されますので、国による最低   

基準がきちんとあって、それが守られることが日本の子どもたちを守ること   

につながると思います。  

最低基準も、もっと子ども一人一人に手をかけられるような人の配置が望   

まれます。   

2）入所に関しては、希望される枠は公的に責任をもって保障されるべきだと   

考えます。  

やむなく私的な施設を利用せざるを得ない場合（公的な受け皿がないため   

に）保護者の負担は公的な場合と同等にすべきだと思います。   

3）多様な働き方に対応出来ないということを前提にせず、多様な働き方に対   

応していく公的な責任をどう果たしていくかを考えるべきではないでしょう   

か。   

4）格差を直撃するのは子どもの育ちです。  

すべての子どもは平等であるという視点を大事にして大人の都合で子ども   

たちに不利益、格差が生じないように公的な役割を必要なだけ果たす必要が   

あります。   

一刻も早く、財源を確保して、次世代のスタートの時期をきちんと育てる国  

にしないと、とんでもない国になるでしょう。   

現代の子どもたちの抱える多くの問題が乳幼児期の生育環境にあることは多  

くの小児科医が実感していることです。  

以上   



「保育の質」に関する意見  

セレーノ 杉山千佳  

1．保育環境について、以下のような調査を行う必要があるのではないか  

・平成に入ってここ20年間ぐらいで、子育て・子育ちの環境にどのような   

変化が起きたか？   

＊ 「少子化」によってどう変化したか（子ども同士の自然な関わりがで  

きづらくなったのではないか？それによって、子どもはどう変化したか）   

＊ 「親の就労形態」の変化によって、どう変化したか（労働時間が長く  

なることで、親子のかかわりの時間が短くなっているのではないか？そ  

れによって子どもはどう変化したか）   

＊ 「地域環境」の変化によって、どう変化したか（親しいご近所や祖父  

母がいないために、子どもが親以外の大人と関わる時間が短くなってい  

るのではないか？それによって子どもはどう変化したか）  

少子化対策が本格化して、保育士の職場環境はどのように変化したか？  

＊ 労働時間、雇用形態など  

私の個人的な懸念は、公立保育所の保育士たち（特に団塊の世代）の長   

年培ってきた「保育の技」が、この民営化の流れの中でどこにも伝授され   

ないまま、消えていってしまうのではないかということ  

2．「保育の質」にはこれが必要、あれが必要と、どんどんとプラスしていくこ   

とには限界があるのではないか   

言葉で言うのはたやすいが、現場で子どもたちや観たちのためにそれがで   

きなければ、あまり意味がないと思う。大事なのは、「保育現場において、実   

際にやってみせられる」ことであり、人材育成も理論ばかりでなく、「体現で   

きる」ように指導する方法に切り替えていくことが必要なのではないか。  

3．子どもとどう関わるのかといったスキルは、相当磨いているように思うが、   

職場のマネジメントのような面も重要ではないか。特にrケアの職場」のマ   

ネジメントは、普通の企業の職場のマネジメントとはだいぶ違ってくると思   

われる。効率重視などといい加減なことは言ってはいられない。保育士一人   

ひとりの特性と能力を最大限に発揮するためのマネジメントのあり方につい   

ても、検討していく必要があると思う。  
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4．保育園、保育士だけでは限界がある。「地域のつながりのなかで子どもを育   

てる」ためには、保育園や保育士はどのような役割を果たせばよいのかにつ   

いて、改めて検討する必要があるのではないか。親や地域のおじさん、おば   

さんの代わりを保育士が担うことはできないし、地域の自然の中で子どもた   

ちが成長することも大いに期待できる。保育士にできないことは何かを整理   

し、そこをどのように補っていくか、その方法論も構築していく必要がある   

のではないか。  

（参考）  

「男性の目」「女性の目」   

「男性の目」は対象を自分と切り離し、客観的に見る。それは全体よりも、  

ある部分を切り取り、その部分を明確に認識する。「女性の目」は、自他の未  

分化な状態のまま、主観の世界を尊重しつつ、ものを見る。それは明確さを  

犠牲にしても全体を把握しようとする。実のところ、われわれは現象を見る  

際に、この両方の目を必要とするのであろう。  

（中略）   

われわれが現象を始終「男性の目」で見て、そこに一般化を行うときは誤  

りが生じない。しかし「女性の目」で見たことを一般化しようとするときは、  

細心の注意が必要である。普遍から普遍に至る道はわかりやすい。しかし、  

個より普遍に至る道を探そうとするとき－それこそが新しい保育学には必要  

なのだが－、よほどの注意が必要なのである。  

（中略）   

このように考えてくると、今まで培われた「男性の目」を否定することな  

く、そこに「女性の目」もともに用いることによって、新しい保育学が築か  

れるのではないかと思う。そのためには、女性がその能力を十分に発揮して、  

新しい学の建設のために参加することが期待されるのである。（『子どもと学  

校』河合隼雄 岩波新書 より）  

以上。   



認可外保育園に関する対応についての意見  

セレーノ 杉山干佳   

これまで「行政の責任の範疇は、認可保育園まで」「保育の質が保たれるべき  

は認可保育園だけ」といった対応が長く続いていた印象があったかと思います  

が、前回の部会で、認可外保育園についての詳細な報告が出されたことは、大  

いに評価すべき点であったと思います。  

ベビーホテルのような認可外保育園には、ともすると、もっとも児童福祉的  

な対応が必要な親子が存在する場合が少なくありません。   

早急になんらかの対応を行っていく必要があるのではないかと思います。  

まだまだ議論が必要かと思いますが、個人的な提案としては、  

認可保育園、認証保育所等の質を上げる、維持する努力と平行して、認可   

外保育園の認可化のための対応を行う。  

認可外保育園に関しての管理は都道府県にあるようですが、それでは通り   

一遍のチェックしかできない恐れがある。市町村にもー定の責任を持たせ、   

地域の子育て情報や子育て支援の取り組みの蚊帳の外に置かれないような配   

慮が必要。  

認可外施設に、いきなり厳しい条件を求めても「だったらやらない」とい   

った結果になりかねないので（そうした場合、困るのはそこの園に預けてい   

る親子なので）、いくつかの段階を経て、最終的には理想の園に整備されてい   

くという道筋を示すのが実効的ではないか。  

「多様なニーズに応える」というよりはむしろ「児童福祉的な観点から」   

地域によっては、早朝・夜間保育を専門に扱うような認可保育園を積極的に   

作っていく必要があるのではないか。  

保育ママと認可保育所の間を補う、小規模型の保育施設の設立が、多様な   

働き方の対応には向いていると思われる。  

小規模型の保育について、新たなモデルをつくるなどして、議論・研究を   

深め、一定の方針を定め、大企業というよりはむしろ地域密着型のコミュニ   

ティビジネスのようなかたちで、参入者を増やしていく取り組みを行っては   

どうか。  

以上です。  
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保育事業者である各委員へのご質問  

平成20年10月14日  

椋野美智子  

先日は、各保育事業者からご意見を伺い、子どもをめぐる社会状況の変化によ  

り生じている様々な課題と、解決に向けた事業者の真筆な努力を再認識いたし  

ました。   

しかしながら、現下において少子化対策の観点からも児童福祉の観点からも  

最優先すべき課題は、  

1）都市部における認可保育所のサービス量の抜本的拡充と、2）認可外保育  

所のサービスの質の底上げ の2点と考えます。  

この点について以下のとおりご質問申し上げますので、保育事業者である各委  

員のご意見をお聞かせ願いたく、 よろしくお願い申し上げます。なお、山口委  

員、佐久間委員には前回ご意見をお聞かせいただきましたが、補足があればお  

願いします。  

1） 都市部における認可保育所のサービス量の拡充について  

待機児童ゼロ作戦がなかなか功を奏さないのは、自治体が需給に直接に  

関与する仕組みであるため、厳しい財政状況の中で予算の範囲内に需給  

を抑制する力が働くからと考えられます。したがって、サービス量の早  

急な拡大には、医療保険や介護保険で行われているような、市場原理に  

基づかない直接契約・利用者補助、すなわちサービス供給体制に対する  

公的責任の明確化、サービス基準、公定価格制の維持の下での直接契約・  

利用者補助、減価償却費を含んだ運営費の設定がより有効だと考えます  

が、これらの仕組みとは別に、抜本的なサービス量の拡充方策として有  

効とお考えになる方策があればご呈示いただけますでしょうか。  

2） 認可外保育所のサービスの質の底上げ  

認可保育所のサービス量が充分に拡充されるまで、現に認可外保育所を  

利用せざるを得ない子どもの福祉の観点から、そのサービスの質の底上  

げが必要ですが、どのような仕組みが有効だとお考えでしょうか。   



量的拡大と質の確保についての意見と事業者委員へのご質問  

平成20年10月23日  

椋野美智子  

1 保育所の保育サービスの質の確保について   

家庭的保育、ファミリーサポート・ベビーシッター のような、形態の異なる  

サービスは別として、保育所については、質の確保のためには認可保育所であ  

ることが必要です。親の所得状況によって差があってはならないのと同様、塵  

の働き方によっても子どもが受ける保育の質に差があってはならないと考えま  

す。したがって、認可保育所と認可外保育所の2階建てという意見には反対で  

質の確保のためにも、都市部における認可保育所のスピード感を持った量  す。   

迫蛙塞が必須です。   

ただ、 ニーズに供給が追いつかない間、やむをえず、認可外保育所を利用す  

る子どものために、その質を底上げするための公費助成は必要と考えます。ま  

た、私保連がご提案されているホーム保育も代替措置として有効であろうと考  

えます。  

2 量的確保のためのシステム改革について   

都市部における多様なニーズに、 認可外保育所が対応できて、認可保育所が  

対応しにくこい理由は何でしょうか？また、認可保育所について、社会福祉法人  

だけでは対応しにくい理由は何でしょうか？   

これは、社会福祉法人の認可保育所の努力不足というような問題ではなく、  

システムの問題だと考えます。   



認可（社福）   認可（企業）   認可外   

① 入所受け入れ   市町村を通さないと受け  ニーズに対応して直接  

入れられない   受け入れができる   

② 施設の新増設   寄付、市町村、国の補助  自由な資金調達でできる   同左  

がないとできない   （ただし、国等の補助はない）   

③ サービス基準   ある   ある   ない   

④ 運営費の公的助成  ある   ある   ない   

③のサービス基準は、ない方が量的拡大には効果的だとしても、質の確保のた  

めになくすわけにはいきません。④の運営費の公的助成はあった方が量的拡大  

にはプラスのはずです。   

したがって、 ①の入所受け入れについて、直接契約・個人給付にし、②の施  

設の新増設について、運営費に減価償却分を上乗せすることにより、補助や寄  

付に頼らないで施設整備ができ、また賃貸もゃきるようになることで、社会福  

祉法人立認可保育所の量的拡大も進むと考えます。   

もし、この他にも、認可外保育所は対応できて認可保育所がニーズに対応で  

きない理由や認可保育所について社会福祉法人だけではニーズに対応しにくい  

理由及びそれらの改善提案がありましたらお聞かせ願いたく、 よろしくお願い  

申し上げます。  

3 認可保育所の保育の質の改善について   

全国保育協会の指摘される「待機児童対策を優先して、定員の弾力化運用を  

行うことによる保育環境の劣化の防止」のためにも、スピード感をもって都市  

部における認可保育所定員の量的拡大を進めるこ・とが最優先だと考えます。   

また、職員の処遇改善のために必要な運営費の増額を検討するには、保育士  

の報酬なども含めた、経営実態のデータが必要になると考えます。併せて、そ  

の時々の財政状況・政治状況に左右されない、財源の確保と安定化につながる  

ような制度改革を考える必要があります。   



前回委員よりお求めのあった資料   



平成15年の支援妻制度施行後の身体障害者居宅介護等事業所等の数の推移について  

平成15年   平成16年   平成17年   平成18年   H15→H18  年平均伸び率   

身体障害者居宅介護等事業   6，802   8，559   10．202   10，984   161．5％  約20．5％   

知的障害者居宅介護等事業   4．516   5，967   8，262   8，965   198．5％  約32．8％   

児童居宅介護等事業   3，860   5，209   7，477   8」50   211．1％  約37．0％   

資料出所：社会福祉施設等調査   



370市区町村  84市区町村  

（待機児童が1名以上）  （待機児童が50名以上）  
全国  

全国に占める割合  全国に占める割合   

全人口  74，081，777   58．0％   42，300，133   33．1％   127，771，000  

うち20－39歳全人口   22，983，052   68．0％   12，440，022   36．8％   33，823，000   

女性人口  37，653，244   57．5％   21，520，308   32．9％   65，461，000  

うち20～39歳女性人口   11，285，776   65．6％   6，118，221   35．6％   17，193，000   

0歳   53，395   60．5％   32，719   37．1％   88，189  

1歳   138，950   53．9％   77，207   30，0％   257，757  

利用児童数 （認可保育所）                            2歳   

170，286   51．5％   93，297   28．2％   330，644  

3歳末満児   362，631   53．6％   203，223   30．0％   676，590  

全年齢児   991，395   49．0％   532，073   26．3％   2，022，173   

待機児童数  19，550   100．0％   14，784   75．6％   19，550   

認可保育所数  9，453   41．6％   4，952   21．8％   22，720  

うち社会福祉法人営   4，722   46．7％   2，509   24．8％   10，117  

うち営利法人嘗   110  86  

認可外保育施設数  6，240   86．1％   3，623   50．0％   7，249   

※1「全人口」「女性人口」のうち、「全国」の数値は総務省「人口推計年報」（H19．10．1）。  

※2「全人口」「女性人口」のうち※1以外、「利用児童数」及び「待機児童数」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原則H20．4．1）。  

※3「全人口」「女性人口」のうち「370市区町村」「84市区町村」それぞれの内数である20～39歳人口には、広島県府中市、庄原市及び安芸高田市の数値は集計中のため含んでいない。  

※4「認可保育所数」のうち、「370市区町村」及び「84市区町村」は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原則H18・10・1）。  

※5「認可保育所数」のうち、「全国」は厚生労働省統計情報部「社会福祉施設等調査」（H18．10・1）。  

※6「認可外保育施設数」は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ（原則H19，3．31）。   



都道府県別幼稚園数、保育所数  
臨幼稚園数 i保育所数  

800  600  400  200  1．000  1，800  1，600  1，400  1，200  

800  .000 200  1400 0  200  400  600  .600 800   



椋野先生・質問に対する回答について  

平成20年10月21日  

全私保連木原克美   

質問の1）「都市部における認可保育所のサービス量の拡充について」  

◇保育所の受け入れ児童数は着実に伸びています。平成11年の179万人から、 「子   

ども子育て応援プラン」達成時の平成21年度で215万人（予定）となり、この10年   

余りで36万人の増加となる見込みです。特定保育・一時保育は9500カ所、夜間保   

育140カ所、合わせて保育サービスといわれている利用人数は220万人となるでし   

ょう。近年では、毎年4～5万人の増となっています。これは現行の認可保育所の制度   

のもとで実現してきているものです。  

◇さらに、待機児童が集中している都市部については、  

（D国有地（相続税などの物納物件も含む）を優先的に保育所用地として貸し出すか自治   

体に払い下げる。自治体にもそれを義務づける。   

②学校用地の一部を使えるよう、様々な障碍を取り払う。   

③再開発などの際、一定規模以上の場合は保育所用地やスペースの提供を条件づける。   

④施設整備では、補助金がハード交付金になって、従来補助金の時には、1／2が国、  

1／4が都道府県、1／4が法人の自己負担となっていたのが、都道府県の負担がなく  

なり1ノ／4が市町村負担となり、市町村にとってはかなり重荷です。この面の改善。   

⑤厚労省が要求している運営費の定員刻みの細分化は、柔軟に定員を設定できるように  

なることで、受入児童数の増に寄与するでしょう。   

⑥例えば都道府県の財政事情から認可されていない基準を満たした認可外保育所は、  

「認可する」というような考え方も報道されていますが、これを実現した場合、認可  

保育所拡大につながります。  

（∋24条の但し書き規定は、例外的一時的な救済措置を義務付けたもので、免責条項では  

なく厳しいものであることを市町村に徹底すべきです。  

また、認可保育所以外の保育サービスでは、   

1．全私保連が提唱している「家庭的保育」を制度的に充実（連携保育所制度と地域子  

育て支援活動への広がり）させ、拡充する。（参考参照）  

2．週3日の定期的利用や緊急一時保育などのニーズに対するトー時保育」を拡充する。  

この場合も、保育所併設であれば給食や行事、通常保育児との日常的交流など既存  

機能を活用できます。子どもにとっても有効です。  

等、現行制度の改善で認可保育所を一層拡充することができると考えます。  

◇椋野先生のご質問によれば、自治体の関与は財政事情から供給量の抑制力が働くため、   

介護保険のように直接契約・利用者補助（代理受領）と同じような仕組みにするという提   

案であろうと何えます。   



介護保険制度はそれまで貧弱だった在宅介護支援の面では画期的な役割を果たしまし   

たけれども、施設介護（ショートステイも含む）の面では多くの問題を抱えているので   

はないかと推測しています。  

身近な人でも、特養の入所はもう何年も前から数か所に申し込んでいますが、いつ入   

れるか分からず、老健施設は入っても期限を切られて出ざるをえず、自宅介護を基本に   

ショートステイと病院への入院でつないでいるという例を聞きます。医療行為を必要と   

するという理由で、入所はおろかショートステイでさえ拒否する施設が多いと聞きます。  

保育は市町村が入所に関与しているから待機児童数がはっきり見えますが、介護の   

場合は市町村が入所に関与するシステムでなくなったために待機者数が見えなくなっ   

ただけなのではないでしょうか。  

◇確かに在宅介護の面でどんどん需給が伸びているので自動的に財政規模はふくらんでお   

り、「自動的に」とは行かない保育から見ると望ましいシステムのようにも見えるでし   

ょう。しかし、当然財政的な限度はありますから、間接的には介護報酬の引き下げ、介   

護職員の労働条件低下、確保難とつながって行く実態があるのではないかと思います。  

この辺りの介護をめぐる諸問題をどのように考えればよいのでしょうか。なお、介護   

施設での実態について、最近の施設数の増減、受入数、待機者の概数、介護報酬の問題、   

職員処遇の問題などに関する資料を、少子化特別部会へ提出していただき議論をお願い   

したいと考えます。  

◇また、仮に直接契約・利用者補助制度にしたとして、どうして待機児童が解消するので   

しょうか。どうして受け皿が増えるのでしょうか。現行の国の予算、地方の財政事情の   

枠の中では、最低基準等の引き下げによる企業の参入による拡大を想定されているので   

しょうか。仮にそうであるとすれば、子どもたちの育ちの異変（わが国の子どもたちが、   

意欲がない、自己肯定感が薄い、友達関係を結びにくい、キレやすい、自己中心的など   

という心の育ちのひずみ）が数多く指摘されている中で、どうして、欧米に比べて低い   

水準である最低基準、つまり子どもが育っ環境条件を下げていく方向を是認されるので   

しょうか、あるいは別の方法があるのでしょうか。ということについても、お考えをお   

尋ねしたいと思います。  

◇なお、企業参入を促進することによって、子どもの現在の課題に向き合った保育が可能   

なのでしょうか。先の事業者検討会で配られたパンフレット（漫画入りの冊子）のように、   

保育所は母親が就労しやすいような環境を整えることは大切です。そして同時に子ども   

の抱えている課題に真正面から取り組まなくてはなりません。冊子の最後のページに保   

育理念が書いてあり、漫画のイラストがありました。クッキング保育、英語プログラム   

などとうたっています。しかしながら、「質の高いサービス」と称されるのは、とかく   

親の早期教育的な願望に対する「サービス」偏ってしまいます。子どもの最善の利益を   

どのように保障していくのかという時に、どうしても企業の場合は利潤を追求していく  

r   



ので、利用料の支払い当事者（親）へのサービスに偏ってしまいます。現代の子どもが抱  

えている課題から導き出した結果の最善の利益とは、「英語プログラム」や「クッキン  

グ保育」ではありません。  

◇私たちは当然、就労支援サービスのため延長保育や一時保育の展開と、さらに待機児童   

解消のために定員以上の受け入れや分園など、拡大の努力を図ってきています。あわせ   

て、新保育指針の解説（＊1）にあるように、子どもたちの育ちに視点を集中させ、一   

人ひとりの課題に向かって丁寧に保育を展開しています。さらに地域の資源として在宅   

の子どもたちの支援活動も展開してきています。これを保障しているのが現行の公的な   

保育システムのよさだといえます。  

◇また、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議の議論とともに、少子化担当大   

臣（＊2）も未来への投資として財政の大幅投入を示唆しておられます。EU各国のように、   

わが国の封書以上といわないまでも、どうして、少子化対策に大幅な財政投入して出生   

率を回復するような、政策を打ち出せないのでしょう。現行を切り下げて受け皿を増や   

すというのではなく、潜在需要が100万人で10カ年計画であるのですから、年10万人の   

良質な保育の受け皿拡大を5～10年続けるという政策発想はでてこないのでしょうか。  

子どもの今が、日本の未来なのです。  

＊1「新保育所保育指針 解説書 総則  3．保育の原理（1）保育の目標」  

『保育には、子どもの現在のありのままを受け止め、その心の安定を図りながらき   

め細かく対応していく養護的側面と、保育士等としての願いや保育の意図を伝えな   

がら子どもの成長・発達を促し、導いていく教育的側面とがあり、この両義性を一   

体的に展開しながら子どもと共に生きるのが保育の場であるといえます。』  

＊2 「毎日新聞2008．9．29」小渕少子化担当大臣インタビュー◆保育所の待機児童を  

一目も早く角牢消できるよう取り組みたい。少子化の大きな解決策の一つは、仕事と  

育児、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスをいかに整えるかということ。  

労働・経済界にも訴えたい。 ◆財源の裏付けがあってこそ、安心して子供を産ん  

でもらえる。消費税の話は避けては通れない。ただ、消費税（の引き上げ）を国民  

にお願いするからには、納得してもらえるように、無駄を切りつめなければならな  

い。）   

質問の2）認可外保育所のサービスの質の底上げ   

◇先生が仰せのように、認可外は総じて、福祉の観点から質が低いと思われます。施   

設設備の物的環境条件だけでなく、人的環境も低いものと思われます。したがって、   

特異な教育サービスなどで積極的に認可外を利用する方は別として、認可保育所を利  

用したくても、認可外を利用せざるを得ない子どもの、福祉の観点から「質の底上げ」  

が必要でしょう。  
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認可外の運営状況や保育状況をみて、一定期間を設け認可化移行事業を強力に推進  

します。認定こども園の第1類型移行促進のための「子ども交付金」と同じような趣  

旨で特別交付金と、保育指導について早急に講じるべきでしょう。  

なお、直接契約・利用者補助という先生の構想が実現すれば、一定の指定固（事  

業者）制度を採るにしても認可保育所だけでは拡大が望めませんので、認可外保育所  

も対象になることでしょうか。   

つまり、質が低いと想定されている認可外保育所も利用可能になるのでしょうか。  

とすれば、こどもの成育条件の「質が低くなる」ことを前提に、提案されているので  

しょうか。お尋ねいたしたいところです。  
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（参 考）※下記は（社）全国私立保育園連盟として全国の保育園に向けて呼びかけている提   

案事項です。  

ホーム保育（＝家庭的保育）とマイ保育園（＝かかりつけ保育園）制度について   

【課題意識】（考え方）   

待機児童が集中している地域などにおいて、認可保育園の拡大が困難な状況の場合、  

家庭等のスペースを活用して、ニーズに対し柔軟に対応していく仕組みを構築する。  

この場合、一定の質を確保するため、認可保育園との連携を図った制度とし、市町村  

事業とに連携を密にしながら、乳児家庭全戸訪問事業のフォローアップのためにも、  

保育園が個々の家庭と連絡できるようにし、家庭支援の核となっていく。  

【具体的提案】   

1）「ホーム保育」（家庭的保育）  

○中心になる認可保育園と連携することを基本とし、3歳未満児の保育の受け皿  

として近隣家庭や、地域の公民館などの空きスペースを開放し、（仮）「ホーム  

保育」として拡大を図る。  

○中心保育園には「ホーム保育」をバックアップするため「保育コーディネータ  

ー」を配置し、中心園との園児の交流や保育実施に伴う保育者の研修、保育相  

談等を行う。  

○認可の要件  

・対象  

・保育室  

3歳未満児  3～6名  

（家庭などの空きスペースを活かして、最低基準に照らして、広  

さに応じて受け入れ定数の拡大は可能とする。ただし6人まで）  

・保育体制  保育士または看護師の有資格者  

職員定数は年齢別最低基準定数の配置（最低2名）  

・調理体制  中心保育園からの支援体制をとる。  

・行事等  中心保育園の行事等可能な活動に参加する。  

■職員研修・休暇等の体制  中心園から支援体制などにより研修や休暇などを  

実施する。  

＊なお資格要件については、将来ファミリーサポートセンター、在  

宅支援サークル活動などなどの子育て支援者養成と同様に、独自  

資格を検討していくことも考えられる。  

2）マイ保育園（かかりつけ保育園）  

認可保育園が蓄積してきた保育に関する技術と能力を、地域の在宅子育て家  

庭に生かす。  
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○妊娠から幼児までの子どもを、最寄りの保育園に登録する  

登録園の役割  

・妊娠から誕生、幼児までの育児不安や離乳食などの相談  

イ保育コーディネーター」を中心に在宅の親子の支援活動  

（親子ひろば開設、育児講座の開催、親子サークル支援など）  

3）実施主体：市町村  

4）補助対象・補助内容  

・「ホーム保育」「かかりつけ保育園」を採用する中心保育園に対して  

保育コtディネーター1名配置  

・「ホーム保育」の園児には年齢別保育単価／保育料が適用される。（要検討）  

・スペース料 等  

5）事業の展開、その他  

①既存の市町村が行っている同種の事業について、整合を図るとともに、本制  

度に活用していく。  

②全国私立保育園連盟がルネッサンス運動の一環として主唱し、地方組織や会  

員園が地域に対して公募し、呼びかける。  

例：ポスター貼付 「ホーム保育を開設しませんか」  

「赤ちゃんが誕生したら、登録してください『かかりつけ保育園』」   



「保育サービス」概念と財源確保の重要性について  

～「保育事業者である各委員へのご質問」に対して～  

平成20年10月21日  

全私保連菅原良次   

今回の保育に関わる検討の中で「保育サービス」ということで「仕組みの問題」「量的問題」  

「質の問題」「財源の問題」等、様々な課題が議論されています。こうした議論の中で「保育サ  

ービス」の在り方をめぐって様々な立場から多くの意見が出されています。   

その「保育サービス」概念の使われ方について、一つの意見を述べてみたいと思います。   

※以下単に「サービス」と表記する場合も「保育サービス」を指すものとします。  

1）「保育サービス」という表現と内容について   

「保育サービス」は、まず、「利用者に対する」ものと「子どもに対する」ものに区別し、   

理念的な問題と具体的な問題とに分けて論じるべきではないでしょうか。  

①例えば規制改革等でもこれまで言われるところの「保育サービス」とはその多くが「利   

用者にとってのサービス」のことを指しているものであり、子どもに対しての「サービス」   

を意味するものではありません。利用者にとっての「サービス」とは、利便性や多様化す   

るニーズに対応するため、いつでもどこでも必要なときに利用可能な「量」の拡大・充実   

へ応えることを意味します。さらに、その具体的ニーズとは「都市部における量の拡大」  

と「様々な保育時間、長時間、祝祭・休日、緊急時・病後時、一時保育、緊急時保育」等   

の保育所機能を充実させ、多様化するニーズに如何に正面から応えることではないでしょ  

うか。同時に、サービスとは、広がる格差社会の問題も含め、利用料等の利用者負担の問題  

に対していかに対応すべきかであるとも考えます。  

なお、保育料は、子どもたちに保育を受ける権利を保障することとも密接に関連する問   

題でもあります。  

以上の課題との関連で「保育サービス」のあり方を議論するべきです。   

②子どもたちに対する「保育と教育」については、「サービス」という言葉、表現を使用す  

ることは適切ではないと考えます。保育は、子どもがどう育つかであり、育てるかである  

と思います。「育つか」「育てるか」は、家庭、社会としての“人づくり”のことであり、  

日本の社会と将来を担う子どもたちの“保育と教育”のことです。こうした“保育と教育”  

がもっている役割・責任については、家庭であっても、社会や国家であっても「サービス」   

という言葉を使用すべきではないと思います。実際に親も、自分たちの子どもを育てる営  

みについて「サービス」という捉え方はしていないと考えます。国も社会も、日本の将来  

である次世代を担う子どもたちの“保育と教育”を「サービス」で育てているのではあり  

ません。一昨年から今年にかけて論じられ、歴史的にも始めて教育基本法に定められた「幼   

児期の教育」の規定やこの度、告示化された新保育所保育指針にあっても「養護と教育」  

について「サービス」といった法的位置付けはどこにも記述されていません。その位置づ  

けと表現は、本来の在り方が理念的なものとして、理解され評価されるべきと考えます。  
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子どもたちの保育と教育を「サービス」として捉え論議する方法は「子どもたちを商品  

として扱う」危険性を含んでおり、そうした議論に対してこの機会にあらためて疑問と意  

見は提示しておきたいと思います。   

なお、すべての子どもたちが必要に応じていつでもどこでも利用できる、質の整った保  

育施設を量的に保障することとそのための財源確保は、上記で述べたことと決して矛盾す  

るものではありません。それは、国や社会としての子どもたちが健やかに育っための人権  

保障であり「最善の利益」の保障であると考えます。  

2）「保育サービスの量的拡大の抜本的拡充」について  

（1）保育施設の量的拡大を求める声とニーズの高まりの背景には「①急速な少子化に  

対する対応。②都市部における待機児童。③女性の社会的役割・自立と就労増。  

④生活の維持・確保。⑤国の労働力政策」などが主要な要因と考えられます。  

（2）これらの保育ニーズに応えるためには「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略  

検討会議」（以下「重点戦略検討会議」）と「少子化対策特別部会」等から「質を  

確保」した量の拡大が必要であることが強調され、同時に財源の確保の重要性に  

ついても明確に提起されています。こうした考えと方向をまず確認し、基本とし  

て議論されることを期待します。  

（3）一方、厳しい財政状況の中での予算の範囲内において「都市部の保育所のコスト  

が高い」（JPホールディングス）「民営化するだけで財政の余裕ができる」、「株  

式会社の参入を促すことが量的拡大を促す」などの意見が出されています。－  

① こうした意見の中で、椋野氏の考えは、現在の政治と経済情勢を客観的に捉えた  

とき当然出てくる考えであるとは思いますが、一方で緊急課題としての、上記の  

（1）の諸問題への対応が困難になるものでもあるといえます。  

②仮に一定の財源を設けずに「量的拡大」が実施されたとするなら、同じ財源内で、  

現在の保育予算を再配分することにより、個々の予算を減額し、結果として起こり  

うることは「安かろう悪かろう」の保育所を増やすことになることになります。昨  

年から今年度にかけて相次いで発表された社会状況の変化に対応した、経済界、政  

府による具体的政策「未満児の受け入れ強化」を中心とする「新待機児童ゼロ作戦」  

と「100万人の新雇用戦略」に対応できるものでないことは、誰が考えても明らか  

であると思います。  

③例えば企業を参入させることで費用を効率よくコストをかけず保育所を運営する  

というような主張は、「保育の質を担保する職員配置や最低基準を変更することに  

より、より条件を低下させた保育所づくりを目指すことを意味している」というこ  

とでもあります。  

④いずれにしても、財源を増やさない「保育所サービス」の拡充は、上記（1）の緊  

急性のある諸課題に対応した「量的拡大」と未来志向としての保育の質を踏まえた  

子どもたちに対する「最善の利益」を保障するものではないと言わざるをえません。  

「新たな財源確保」の保障が無い考えは、結果として規制改革等が進める市場主  
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義に基づく「企業参入」を広め、直接契約等の導入と最低基準の「改悪」につなが  

る危険性を含んだ主張であることを、指摘したいと考えます。  

3）「ワーク・ライフ・バランス憲章」「重点戦略検討会議」「少子化対策特別部会」「国民社   

会保障会議」「経済財政諮問会議」等においても上記（1）の緊急課題の解決を訴え、そ   

のための「財源の確保」の必要性が言匝われています。そのことを実現させるためには具体   

的に21年度予算と税制のあり方に関する政府・国会の論議の中で、「少子化対策特別部   

会」として、積極的に論議される方向を打ち出すことが重要であると考えます。財源の裏   

打ちのない、質が確保された量的拡大と、制度改革が非常に困難であることを明確にして   

頂きたいと思います。  

4）その際、既にこれまでも取り上げられている「欧米諸国等との国際比較」でも問題にな   

っている日本における教育や乳幼児、家庭等に対する「投資の少なさ」についても積極的   

に訴え、国民的な支持と理解で増額させていく取り組みを強化する必要があることについ   

ても要望しておきたいと考えます。  
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保育内容と質の向上を保障するために（改訂版）  
～今後の検討課題に向けて ～  

平成20年10月21日  

全私保連菅原良次   

現在、深刻化する少子化問題の解決とすべての子どもたちの健やかな成長、就労と子育て家庭を支  

援するためのあるべき制度について、 「少子化対策特別部会（以下特別部会）」から提起された「基本  

的な考え方」（5月20日）を基に「次世代育成支援」のための「制度設計」に関する検討が始まって  

います。「特別部会」は、8月から再開され既に14回開かれ論議されています。部会として一定の「ま  

とめ」を早めるため9月29日からは、部会の下に保育3団体始め業者団体が参加する“保育事業者検  

討会”の論議が始まります。   

そこでの議論は、下記の「規制改革会議」等から提起されている現行制度の改革についても検討さ  

れるものと思われます。私たちは、子どもたちの「今と未来」を考え、保育現場に責任をもつ立場に  

ある者として、現行の児童福祉法を充実させ「最善の利益」を保障する方向で「保育の質」を明らか  

にし、さらに向上させる方向で真剣に検討し、その在り方に関し、一つの考えを示してみたいと思い  

ます。（注）初稿iこ「保育の質」とは何か。P－2下段に追加してあります。   

なお、保育制度の改革に関わる内容については、「当連盟」の見解を参照して下さい。   

≪ 保育の質をめぐるいくつかの考え方 ≫  

（「税制改革会議」等によって提起されている内容）  

1．「規制改革会議」等によって提起されている内容は（∋「規制改革を推進し、保育を市場化し競争を  

導入することによって質が向上する」という考え方と②「安かろう、悪かろうでは困る」との異  

論が出ている「コスト・効率化論」に基づく考えを前提にした改革です。  

この理論を論拠に提案されている 「保育の質」に直接関係する規制改革会議等の提案は、主に  

次のような内容となっています。  

（1）直接契約、直接補助方式（保育バウチャー制）の導入等の提案・・・「見解参照」（略）  

（2）現行の全国一律の最低基準を見直し、国は標準を示すにとどめ地方自治体が条例により決  

定しうるように検討する。「地方分権改革推進要綱（第1次）」（H20．6．20）  

（3）東京都の認証保育所制度は、・‥認可保育所の最低基準とほぼ同等の水準を維持しながら  

都市型ニーズに応えるサービスを提供し、利用者から好評を得ている。 として「子どもの  

安全面のみならず、健康な心身の発達を保障する環境を整えるためには、どこまでの最低  

基準が必要なのか、科学的・実証的に検証し、早急に見直すべきである。」「規制改革会議  

中間とりまとめ一年末答申に向けての問題提起－」（H20．7．2）。  

（4）障害児や低所得者については、セーフティーネットとして公立保育所の位置づけを明確に  

し、優先入所等、受け入れ態勢の整備・強化を進めるなど、新たな仕組みを設ける。「規制  

改革会議中間とりまとめ」（H20．7．2）  

（5）民間事業者の参入促進  
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・社会福祉法人以外にも施設整備への公的補助  

・株式会社経営への企業会計の適用を認める   

（6）児童福祉法24条の「保育に欠ける」要件の見直し  

（注）  

①公立保育所の一般財源化による職員配置、教材費等の削減と保育現場、保育内容への影響。  

②この間、社会的問題となっている「介護保険制度、障害者自立支援法、高齢者医療問題、  

汚染米問題」は、規制改革によって生じた問題であり、この問題を検証・検討することが  

重要。  

③東京都認証保育所410か所のそのほとんどに企業（株式会社）が参入し経営。   

（重点戦略検討会議、少子化対策特別部会の提案と考え方）  

2・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議が提案した「包括的な次世代育成支援の制度的   

枠組みの構築」（12月）とその提案を具体化するため設置された「少子化対策特別部会」がまと   

めた「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた」基本的考え方（5月20日）です。  

この中で、保育サービスとその内容・質を向上させるための施策として「・サービスの質の確   

保された量の拡充・質の高いサービスによる子どもの最善の利益の保障・専門性の向上、職員配   

置や環境の検討・公的性格や特性を踏まえた新しいメカニズムの検討・未来への投資としての効   

果的財源の投入」などの積極的な提案がなされています。  

旦∴．以土重畳堤案∴議鼠と＿り国魚でゝ＿＿［保育サニEそβ充星1．＿と＿〔賃の向土⊥▼＿を且抵す土で趨討すづき＿   

具体迫な内容ら∈2klて以工に隆起上エみ＿呈す良＿‥   

（1）桝（機能）の充実lこ向lナた取り組み  

①「重点戦略検討会議」「新待機児童ゼロ作戦」を具体化する立場から量的拡大を積極的に進め  

る。とくに未満児の受け入れに取組む。  

②すべての子どもの健やかな育ちと就労と子育て支援ニーズの多様化に対応し、多様な保育サ  

ービス機能の拡大と強化する事業を積極的に進める。  
：特別部会がまとめた「一部児童福祉法の改正」に盛り込まれた未満児を中心とする、子育て  

支援事業を積極的に推進する。  

③そのため「次世代育成支援後期行動計画」の策定と具体化に取り組む   

（2）瑚取り組むべき基本的課題  
①新保育指針の積極的実践  

②アクションプログラムの具体化  

③日々の保育活動において「計画、実践、考察」に関する評価と保育土の自己評価を行う。  

④情報の開示  

⑤利用者と第3者による評価の活用   

（3）「保育の質」とは何か  

「質の高い保育」は、子どもたちlこ何をもたらす力、  
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アメリカの「乳幼児保育に関するNICHDの研究」（米国・国立小児保健・人間発達研究所）   

が、7年間にわたる追跡調査において「保育園での保育は、ほかの環境での同様の質の保育に比   

べ、認知・言語能力■就学レディネスともより高い。グループ保育は、3歳時点で問題行動の報   

告の少なさにつながる。したがって、乳幼児保育の経験は、子どもにとって意味があるといえる。」   

との報告書をまとめている。（その後も、10年継続して調査研究が継続されている。）   

＊ 以下「出典は、小林登文庫・21世紀の子育てを考えよう－NICHHD乳幼児保育研究から学ぶ」より   

一部抜粋して引用  

1）質の高い保育を構成する保育の特徴   

積極的な保育、つまり質の高い保育に寄与する特徴とは何か見極めるために、さまざまな保育環   

境を研究した。積極的な保育は、相互作用の頻度を観察・記録し、その質を格付けることで測定   

される。また、保育環境も、グループの大きさ、大人対子どもの比率、物理的な環境などの「管   

理可能な」特徴あるいは政府の進めるガイドラインの観点、さらには正式な教育や専門訓練、保   

育経験、育児に対する信念など、保育者の特徴という観点から測定された。  

調査の結果、次のことがわかった。すなわち、ほかと比べて、安全で清潔、刺激的な生活環境   

を有し、小規模グループで、大人一人に対する子どもの比率が低く、子どもの感情を表現させ、   

その意見を取り入れる保育者の割合の高い保育環境においては、より子どもの心をよみとる力が   

強く、敏感で、知的な刺激を与える保育者がいた。つまり、より良い子どもの発達に結びつくで  

あろう、保育の質である。  

2）「質の高い保育」にL次の点lこ結びつくことが発見された   

①母子関係がよりよくなる。②細やかさにかける母親の場合でも、乳幼児の不安定な愛着をも  

つ可能性が低い。③子どもの問題行動の報告が少ない。④保育を受ける子どもの認知能力が高い。   

⑤子どもの言語能力が高い。⑥就学レディネス（入学の準備）が高い。  

＊日本においても、アメリカにおける調査のように、長期的調査・研究を行い、子どもたちの育   

ちと保育の質と関係を明らかすることを要望したい。   

（4）保育の「質」を条件付け、向上させる「環境・条件」とは何か。（上記1（3）との関係）   

1）「税制改革・地方分権」などの考えでは、現行の最低基準をさらに低い基準に変えることが  

主眼となっており、保育現場における子どもたちの生活と遊び等を豊かにするための質との  

関係で、決してプラスの方向ではないと考えます。  

2）「重点戦略検討会議」と「特別部会」からの提案は、基本的に「最善の利益」を保障する立  

場からの提案であり、保育の質を高める上で、その実現に向け検討を進めたいと考えます。   

3）戦後から高度経済成長期、その後のバブル崩壊期以降現在に至るまで日本の保育制度は保育  

現場とともにその都度、時代のニーズに即応するため試行錯誤を繰り返しながら発達してき  

ました。その意味では諸外国に比しても充実したしくみに構築されたといえます。しかしな  

がら一方、現行の児童福祉施設最低基準はその具体化に財政的な裏付けが必要であり、幼稚  

園基準や諸外国の基準に比較して非常に低い基準といえます。また、子どもたちの健やかな  
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成長を保障する上でも、検討されるべき多くの問題点があります。   

そうした、問題点を今回の検討の中で、真剣に議論、検討し、より時代にあった基準に「最   

善の利益」の方向で改善することが保育の質を高めることにつながります。  

4）特に、「保育の質」については、下記に示す、各項目の内容を具体的に議論されることが重   

要であり、その議論と検討の中で、保育に関する基準は、個別的なものではなく、総合的な  

関連の中で個々の基準を検討されるべきと考えます。また現在の保育所は、一時預かり事業   

や障害児保育、病児保育、地域子育て支援拠点事業、相談事業等、多様で広い役割や機能が   

求められており、そうした機能も併せて検討される必要があります。  

例えば規制改革等で議論されているように、単に個別の保育室の「面積の広さだけ」を取  

り上げ、議論することは非常に問題があります。   

（イ）保育の質は、保喜±の農班廃⊥安屋上たJhとそれを保摩する環境二＿条任ゝ＿堅田性（高め）  

が必要であり、そのためには、次の内容について真剣に検討される必要があります。   

①職員配置基準（幼児に関し、諸外国に比べ低い）②処遇（賃金・労働条件・厚生など）。   

③正規・非正規・パート・身分。④勤務（続）年数。⑤離職率。 ⑥労働の密度。   

⑦職員のワーク・ライフ・バランス（保育士にゆとりある生活と豊かな心）   

⑧従来の保育所保育等ケア・ワークに加え、地域の子育て支援活動や関連機関との調  

整・連絡等のためのソーシャル・ワークに関する専門知識のための研修、資格等   

（ロ）保育に関係する面積については、子どもたちの生活と遊び及び健やかな発達を保障する  

に足りる機能を備え、かつ、安全が確保されることを前提を必要としています。  

保育機能としての条件は、保育室・遊戯室・給食室・食堂・職員室・更衣室・事務室・応  

接室（面接）・園庭・作業室等が挙げられますが、総じてより日々の生活や様々に求めら  

れる活動に、柔軟に対応できる余裕のあるスペースが保障されることが必要です。  

なお、保育室の面積基準は、現行の3．3平方メートルをベースに考えられるべきである  

と考えます。   

（ハ）保育の質と子どもたちの健やかな成長を保障するために検討されるべき重要な条件につ  

いては以下の項目が挙げられます。とくに障害児保育や病児保育、地域の子育て支援等に  

取り組む上で、相互に余裕のある適切なスペースの確保等に配慮したあり方が求められます。   

①子ども集団の大きさ・数（各年齢の適切なクラス人数・集団の規模）   

②遊具、教材   

③近隣の立地条件（日当たり、自然、公園等）   

④保育活動内容「散歩、室内活動、自然体験、生活」（・健康・身体的発達・心理発達・  

生活力 ■社会性（言葉）・知力）  

⑤保育者の保育力（資格、専門性、研修、経験等）  

⑥経営と運営の安定  

※上記を図にまとめたものが別添参考  

（ニ）行政と社会的責任について   

①公的フレーム・基準を明確にした保育制度の確立  
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・「最善の利益」基本方向とするセーフティーネット、・公的フレーム、・社会的支援を具体的  

に検討することが大切です。  

②公（国・自治体）の予算保障と財源の確保（処遇・条件・環境の保障）   

（ホ）利用者、家族のライフワークバランス（仕事と生活の調和）の確立  

・母親、家族に子どもと豊かな生活・関係を保障することが、保育の質を高めるために必要な  

条件です。   

（5）関連する幼稚園等と諸外国との比較も保育の質を検討する場合重要です。   

（イ）現行の最低基準   

（ロ）幼稚園（基準）との比較   

（ハ）認定こども園との比較   

（ニ）東京都認証保育所との比較   

（ホ）欧米諸国との比較  
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（参 考）保育の質へのアプローチ（質の構成要素）  

○下記を参考に作成した外観図。  

（1）三つの保育の質（引用：『保育の質を高める』（大宮勇雄氏・ひとなる書房）米国の研究に見る定義より）   

①プロセスの質：子どもたちの日々の保育園生活の経験の質  

・子どもと保育者の相互作用（とくに保育者の感受性、やさしさ、愛情、子どもへの積極的関わり）  

・保育者の子どもへの態度・学習活動の取り入れ・保育環境の健康、安全面  

・施設、設備、素材など環境の適切性   

②条件の質（構造的質）：保育士の配置基準、クラス頬模、保育士の保育経験、学歴、専門的訓練・研修   

③職員の労働環境の質：保育士の賃金・福利厚生、1年間の退職率、仕事への満足度、保育者の運営  

参加、ストレス度   

（2）NICHD（Nat，ionalInstitute of Child Health and Human Development）における追跡調  

査研究から   



認可外保育所の認可保育所化について  

平成20年10月27日  
株式会社ベネッセスタイルケア  

佐久間 貴子   

弊社で運営している認可外保育所は、東京都認証保育所1園、横浜保育室2固（ほか事  

業所内保育施設1園）とわずかですが、いずれも同じ保育方針で運営しており、常勤職員  

はすべて有資格者とするなど保育の質を確保しています。（一般的に言っても、東京都認証  

保育所や横浜保育室など地方自治体が補助している認可外保育所は、いずれも国が定める  

児童福祉施設最低基準に準じた地方自治体の基準を満たしています。）   

これらが認可保育所（給付対象となるサービス）となることができない理由、なるばあ  

いの課題には、次のようなものがあります。  

■ 地方自治体独自の認可基準の廃止・緩和について   

弊社で運営している認可外保育所の1固は、国が定める児童福祉施設最低基準は満た   

すものの、地方自治体が上乗せしている次のような基準を満たさないため、認可を受け   

ることができないものがあります。  

① 屋外遊戯場（園庭）を付近の公園、広場等で代替する場合には、専用の屋外遊  

戯場を基準面積の1／2以上、又は、プール遊び等のできる場所を確保すること  

② 福祉のまちづくり条例に基づき、児童福祉施設を新設する場合には、車いすで  

利用できるエレベーターや障害者用のトイレを設置すること  

こうした基準を廃止・緩和し、国が定める基準を満たせば認可保育所となることがで   

きれば、一部の認可外保育所の認可保育所化が進むことと考えます。  

■ 都市部における運営費綾の増額について  

弊社で運営している認可外保育所の別の1園は、国が定める児童福祉施設最低基準は   

満たすことができるものの、当該地方自治体では、株式会社は認可保育所に対する地方   

自治体独自加算が受けられないことから認可を受けていません。  

前回、「保育所運営費用に対する補助について、保育所を設置する法人の類型にかかわ   

らず、できるだけ同様の補助をいただきたい」と申し上げましたが、そもそも地方自治   

体独自加算がないと都市部では保育所が運営できないこと自体が問題と考えています。  

つきましては、保育所の経営実態の調査を行い、都市部における保育所運営費額を国   

が適正に定めていただきますよう、要望いたします。  

■ 認可外保育所の利用者の利用継続について   

弊社で運営している認可外保育所では、週に2～3日就労する保護者も利用されてい   

ます。認可外保育所を認可保育所にすることを進めると同時に、「保育に欠ける要件」を   

見直し、その家庭が保育を必要とする時間に応じて保育を提供することが可能になるよ  
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う、要望いたします。  

認可保育所  認可外保育所  

社会福祉法人   株式会社   東京都認証保育所  

横浜保育室 等   

① 入所   市町村を通さない  市町村を通さない  ニーズに対応して  ニーズに対応して   

受け入れ   と受け入れられな  と受け入れられな  直接受け入れがで   直接受け入れがで  

し＼   し＼   きる   きる   

②施設整備  ハード交付金あり  ハード交付金なし  ハード交付金なし  ハード交付金なし   

補助  

③サービス  国が定める基準   国が定める基準   地方白子台体が定め  

基準  る基準   

④ 運営費の   国が定める補助   国が定める補助   地方自治体による  なし   

公的助成   あり  あり  補助あり   

都市部地方自治体  

によっては加算  によっては加算  

（一部）  
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椋野委員への回答及び株式会社立認可保育所の促進について  

平成20年10月27日  

株式会社JPホールディングス  

代表取締役 山口 洋  

Ⅰ．椋野委員への回答  

1．保育所の保育サービスの質の確保について   

必ずしも認可保育所という形態でなければ質の確保ができない というわけではない。   

例えば、東京都の認証保育所では施設整備基準は認可保育所と同じであり、施設長の基  

準に至っては必置で、その要件も児童福祉施設で1年以上の経験がある有資格者とされ、  

さらに一般職員も派遣を認めない等認可基準より高度に設定されている。職員の基準は有  

資格者60％以上としているが、実際には85％は有資格者であり、更に残りも幼稚園教諭の  

資格を持っている等実質的には認可保育所と変らない制度でもある。   

また、東京都内では第三者評価の受審率は認可保育所より認証保育所の方が高い等、質  

の向上に努力していると考えられる。束京都による指導監査での指摘事項については認可  

保育所と認証保育所では同数程度であり、設備や態勢上の遜色はない。   

離職率の問題について現状ではデータがないが、開園後経過年数が同じ認可保育所と比  

較した場合、有意の差は感じられない。但し、束京都認証保育所制度が出来て7年目であ  

るため、それより長いケースでは比較出来ない。また、民改費等の制度がない事を考える  

と長期の間同じ施設で労働するインセンティブが働きにくいと言える。それゆえに、認可  

外施設で高い質で運営されている施設には、補助金を付与する事により職員の待遇を向上  

する事が必要である。また、補助金を交付する事により公の監理の下に、置き指導を徹底  

することが出来る。これは実証済みである。  

2．量的確保のためのシステム改革について   

認可保育所が多様なニーズに対応出来にくい理由の第一は、認可制度にある運営費の硬  

直性にある。運営費の使用にあたっては、あらかじめ決められた費目にしか認められず、  

仮に経営努力（工夫）によって経費を少なく抑えたとしても他に流用することが出来ない。  

また、自治体によって事業に制限が行われている現状もある。   

第二に、都市部において認可保育所は他施設との競争がないため、経営者が硬直的思考  

（保育はかくあるべき等）をしている場合や、利用者ニーズを理解していない場合、あえ  

て面倒なサービスを行うインセンティブがないと判断される場合が多いからである。   



3．認可保育所の保育の質の改善について   

都市部での量的拡大をした場合の問題は、保育の質をどのように担保するかである。   

現在、東京や神奈川での保育所定員拡大は深刻な保育士不足を生じさせている。このこ  

とは経験の浅い保育士の増加を意味するため質の低下を招くことになる。   

加えて保育士資格の緩和等の議論があるが、資格基準の緩和は保育の専門家としての誇  

りと地位を低下させ、専門性の研究や専門家としての知識や技術を向上させる努力を減少  

させることに繋がる。むしろ資格取得の際、学校での単位にとどまらず、他の資格と同じ  

ように国家試験を課すことにより、専門性を向上させ、保育士資格への誇りを意識するこ  

とができる。また、高度な資格が保護者を含めた社会からの尊敬の念を惹起することにな  

り、保育士の社会的地位を向上させ保育の質を改善することになると考えられる。   

よって、国家試験を前提とするのであれば、保育士の不足分を准保育士制度等の二段階  

にすることで対応しても良いと考える。  

Ⅰ．株式会社立の認可の促進について   

現状の制度では種々の規制のため株式会社の参入に制約がある。保育サービスを行う場  

合、社会福祉法人と株式会社の間には保育の質に何ら理論的、科学的差異がないにもかか  

わらず、一方にだけ制約が多いのは不公平である。同時に、株式会社という社会資源を活  

用しないのは保育サービスにおける日本の損失であると考える。よって、イコールフッテ  

ィングを実現することで、特に都市部で、質の向上をさせながら、量的拡大が出来ると考  

える。  

●株式会社の中にはすでに膨大なインフラを持っている会社が多数ある。  

1．巨大な資本を蓄えた株式会社が参入することによって、資本的な問題では保育所設立  

の制約がなくなる。  

2．保育所開園は多くの職員を募集し教育しなければならないが、すでに人事システムが  

構築されているため大量採用や集合研修が可能である。  

3．認可保育所の運営には膨大な事務作業を強いられるが、本部の管理システムが既に構  

築されている。  

4．事業を拡大する場合、経営者並びに何らかのモチベーションアップが必要であるが、  

インセンティブを含め態勢づくりに長けている。   



●配当について   

配当は公的資金の福祉事業以外への流出との批判があるが、配当は金利と同じ性格であ  

る。社会福祉法人では（独）医療福祉機構や銀行より資金を調達し金利を支払うが、株式  

会社では間接金融（銀行）と直接金融（資本市場）のどちらか安い方から資金調達できる  

分、合理的である。しかも直接金融の場合、返済しない事や利払い（配当）しない事も可  

能で、大変リスクの少ない資金調達となる。  

●営利主義ではないか？   

本来、理論的には利益は手段であって目的ではないと信じる。その目的は企業毎に異な  

るが、本来は社会への貢献であり、企業活動そのものが社会貢献となり、反社会的企業は  

結局は淘汰される。   

また、利益だけを目的とし質の低い保育を行っている事業者では認可保育所の場合、自  

治体からの認可は得られることはない。少なくとも多数の施設経営を受託することはない。  
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